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◎議長開会宣告 

○議長（山川 豊君） ただ今から、第１９回あわら市議会定例会を開会いたします。 

（午前 9時 31 分） 

 

◎市長招集挨拶 

○議長（山川 豊君） 開会にあたり、市長より招集のごあいさつがございます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） 本日ここに、第１９回あわら市議会定例会の開会にあたり、一

言ご挨拶を申し上げます。 

暖かい冬でございましたが、３月に入り一段と春めいてまいりました。議員各位に

は、ご健勝にてお過ごしのこと、心よりお慶びを申し上げます。 

さて、あわら市も誕生してから丸３年を経過し、この間、大きな混乱もなく、本日

でちょうど４年目を迎えることができました。たいへん喜ばしいことだと思っており

ます。 

「平成の大合併」も昨年度のピークを過ぎ、よやく落ち着いた感があります。平成

１８年３月末に１，８２１あった市町村数は、今月末には１，８０４となる見込みで

すが、前年度の減少数が５７４であったのに比べ、今年度の減少数が１７であるとい

うことからもよくわかります。 

また、本市が誕生しました平成１５年度末の市町村数は３，１３２であり、これ以

前の市町村数が３２００台で推移していたことを考えますと、全国的に見てもかなり

早い時期に合併をしたことになると思います。 

福井県におきましては、先陣を切っての合併となったわけでありますが、これは、

すなわち、合併後のまちづくりについては、先行する他市町村の動向を見極めながら、

また、その結果を検討しながら、判断をするということができない状況にあり、自ら

のアイデアと戦略を持って対応していかなければならなかったことを意味しており

ます。 

このような中、激変する社会情勢に対応するべく、二度にわたって新市建設計画を

見直したほか、市の総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想であります、

あわら市総合振興計画、市の都市計画に関する基本的な方針を定めるあわら市都市計

画マスタープランを策定して参りましたし、個別の分野にあっては、環境基本計画の

策定や地域福祉計画の見直し作業なども大詰めを迎えております。今後は、これら市

の羅針盤ともなるべき計画をもとに、より具体的、個性的な施策を展開していく時期

に入ってきたと考えております。 

すでに、合併当初から、着手をいたしておりました金津三国線につきましては、平

成１９年度内には完成をする見込みであり、北陸新幹線の開業を踏まえた芦原温泉駅

周辺整備などにつきましては、今回上程しております平成１９年度当初予算の中に、
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その一部の経費を計上させていただいておりますほか、統合中学校の建設につきまし

ては、現在、校名の一般公募を終えており、候補地については絞り込み作業に入って

いるところであります。 

市を取り巻く状況は相変わらず厳しい状況ではありますが、新年度からは、庁舎を

統合し新しい体制で臨むことになっており、その中で、できること、やらなければな

らないことを見極めながら、今後の市政運営にあたって参りたいと考えております。

議員の皆さまの、さらなるご支援をお願いするものであります。 

ご案内のとおり、本定例会におきましては、３９議案の審議をお願いするものであ

ります。その内訳につきましては、専決処分に関するもの２議案、補正予算及び新年

度当初予算に関するもの１９議案、条例の制定及び一部改正に関するもの９議案、指

定管理者の指定に関するもの１議案、協議会及び一部事務組合等の規約等の変更に関

するもの８議案となっております。 

各議案の内容、上程の主旨につきましては、後ほどご説明を申し上げますが、何と

ぞ慎重なるご審議をいただき、妥当なるご決議をいただきますようお願い申し上げま

して、招集のご挨拶といたします。 

 

 

◎開議の宣告 

○議長（山川 豊君） 本日の出席議員数は、２２名であります。 
よって、会議の定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

○議長（山川 豊君） 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 
 
 

◎諸般の報告 

○議長（山川 豊君） 諸般の報告を事務局長より行ないます。 
（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 局長。 
〇局長（圓道信雄君） 諸般の報告をいたします。 
平成１８年１２月１２日招集の第１８回定例会において議決されました諸議案に

つきましては、１２月２２日付けで市長充てに会議結果の報告を行なっております。 
今定例回までに受理いたしました陳情につきましてはお手元に配布してあります

陳情文書表のとおりであります。 
本定例会への提出議案は、市長提出議案３９件であります。 
本定例会の説明出席者は市長以下１２名であります。 
以上であります。 

 
 
◎行政報告 
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○議長（山川 豊君） 市長の行政報告を求めます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） 各部の所管事項について、行政報告を申し上げます。 

まず、市長室関係について申し上げます。 

政策調整課所管では、１月１５日に、「自治基本条例を考えるあわら市民会議」を

設置し、自治基本条例の素案の策定作業に着手しました。 

自治基本条例は、市民と行政の協働のまちづくりを体系化し、これを実践していく

ための仕組みとルールを定めるもので、平成１３年に北海道ニセコ町で初めて制定さ

れたのを皮切りに、近年多くの自治体で検討され、制定されているものであります。 

１１人の市民でつくるこの市民会議には、約半年間をかけて条例案の検討を行って

いただく予定で、こうした作業を経て提言される条例案は、パブリックコメント等に

より市民の皆さんのご意見をいただいた後で、本年１２月の定例会に提案いたしたい

と考えております。 

なお、作業の途中経過につきましては、議員各位にも、折に触れ、説明して参りた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

次に、総務部関係について申し上げます。総務課所管では、昨年より県に対して協

議をしておりましたあわら市地域防災計画について、去る２月９日に開催されました

福井県防災会議において、「意義がない」旨の決議をいただきました。これを受け、

２月２７日には、あわら市防災会議を開催し、地域防災計画の県との協議が終了した

旨の報告を行ったほか、同日併せて開催いたしました国民保護協議会において、昨年

より策定をしてまいりました「あわら市国民保護計画」の承認をいただいております。

今後は、各種防災マニュアルの策定に取り組み、安全安心なまちづくりを進めて参り

たいと考えております。 

次に市民生活部関係でございますが、市民課所管では平成２０年度から７５歳以上

を対象とした後期高齢者医療制度が創設されることに伴い、先般の１２月議会定例会

において福井県後期高齢者医療広域連合の設立についてご承認をいただいたところ

です。今年１月に、知事に対し設立申請が行われ、２月１日付けで設立が認可されて

おります。また、同日開催された、構成市町会議により、広域連合長には坂川福井市

長が選出されております。 

生活環境課所管では、環境基本条例に基づき環境基本計画を策定中であり、去る２

月８日の議会全員協議会で素案を説明させていただいたところであります。この計画

について、２月１日から２月１５日までパブリックコメントの募集をしたところであ

りますが、公害問題への要望が１件ございましたが、本計画に対するコメントはあり

ませんでした。 

今後、あわら市環境審議会の答申を受けて、新年度には、この計画を市民に周知し、

推進して参りたいと考えております。 

次に経済産業部関係でございますが、農林水産課所管では、平成１９年度より、農
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地や水などの資源の保全とその質の向上を図る新たな対策としまして、農地・水・環

境保全向上対策事業が始まります。 

この事業は、様々な状況変化に対応し、将来にわたって農業・農村の基盤を支えて

いくため、農業者だけでなく、地域住民、関係団体などが幅広く参加する活動組織を

つくって頂き、これまでの保全活動に加えて、施設等のきめ細かな手入れや農村の自

然や景観を守る地域共同活動に対し、農振農用地の面積に応じて支援交付金が交付さ

れる事業でございます。あわら市では、この事業の平成１８年度のモデル地区としま

して、剱岳地区の後山地係の中山溜池において、外来魚のブラックバスを捕獲し、生

態系の保全につとめて頂いたところであります。 

なお、平成１９年度から本格的に実施されます事業の説明等につきましては、担当

課が昨年９月より農家組合長会議やＪＡ花咲ふくいの各支店において、区長・農家組

合長を対象に説明会を開催しております。また、昨年１１月から本年２月までに集落

へ出向いての説明会は５０回を数えているところでありますし、担当課での区長・農

家組合長への説明も併せますと１００回を超えております。 

現在、事業取り組み集落数につきましては、７８集落で、約８５％の取り組み率と

なっておりますが、あわら市といたしましては、この事業を平成１９年度の重点施策

と位置付け、なお一層の取り組み率の向上を目指し、３月末の申請期限まで努力して

参りたいと考えておりますので宜しくお願い申し上げます。 

次に土木部関係でございますが、建設課所管の都市計画道路金津・三国線道路改良

事業の進捗状況について申し上げます。 

坂ノ下区及び重義区地権者との用地買収については、一部の地権者との交渉が難航

し契約完了には至っておりませんでしたが、昨年末に最後の売買契約を締結すること

ができました。 

ここに、用地を提供して頂きました地権者の方々に改めて厚くお礼申し上げます。 

更に、同事業の関連として国庫補助事業として認可された国影地係への歩道延長２

００ｍにつきましても現在地権者との用地買収の交渉中であります。 

今後、出来る限り早期に締結できるよう最善の努力をして参りたいと考えておりま

す。 

なお、今年度は暖冬により降雪量が少ないため、当該事業の発注工事が予想以上に

早く進行いたしております。 

このことから、当初の予定どおり、坂ノ下地係から重義地係までの延長１,４５０

ｍにつきましては、平成１９年度中には完成する見込みとなっております。 

最後に教育委員会関係でございますが、教育総務課所管では、２月２０日、本議場

をお借りし「あわら市中学生議会」を開催いたしております。 

これは、あわら市の将来を担う中学校の生徒に、市政の一端を知ることにより、ふ

るさとを愛する心を培い、ここに生きる喜びと夢を抱かせる目的で開催したものです。 

当日は、市議会議員の皆様をはじめ、教育委員、教職員、保護者など３０名の方々

が傍聴されるなか、芦原・金津両中学校の２年生２４名が、議長、事務局長、議員の



 

 8 

役割を分担し、一般質問や提出議案の承認、決議案の決議等を行ない、模擬市議会を

体験いたしました。 

終了後の懇談会では、「この貴重な体験をこれからの中学生生活に活かしたい」と

の感想も出るなど、初期の目的を達成することができたと考えております。 

次に文化学習課所管では、創作の森において１月２０日から２月２５日まで、照

明・インテリアデザイナー、建築家などによる作品６０点を展示し、「アカリ・イマ

ージュ、冬を楽しむあかり展」を開催いたしました。 

会期中の２月１０日からの３日間には、関連イベントとして「冬のヒカリ・森のあ

かり」を開催し、野外で光や映像などによるイベントを夜９時まで行ない、企画展の

１日当たり入場者数としては過去最高の８６５人を記録いたしております。 

総入場者は、２月２１日現在、３,８９１人となっております。 

また、２月１８日には「第５回森のアートツアー」を日帰りで開催したところ、友

の会員、メセナ会員、一般から５１人の参加があり「名古屋市美術館」、「ノリタケの

森」を訪れております。 

以上で、行政報告を終ります。 

 

 

◎会議録署名議員の指定 

○議長（山川 豊君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行ないます。 

本日の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、１番、八木秀雄君、２

番、笹原幸信君の両名を指名します。 

 

 

◎会期の決定 

○議長（山川 豊君） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

お諮りします。 

本定例会の会期は、本日から３月２２日までの２２日間といたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

(｢異議なし｣と呼ぶ者あり) 

○議長（山川 豊君） 異義なしと認めます。 

したがって、本定例会の会期は本日より３月２２日までの２２日間と決定しました。 

なお、会期中の日程は、お手元に配布しました会期日程表のとおりであります。 

 
 
◎議案第１号の上程・提案理由説明 

○議長（山川 豊君） 日程第３、議案第１号、専決処分の報告について（損害賠償の

額を定めることについて）を議題とします。 

○議長（山川 豊君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 
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（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） ただいま上程されました議案第１号、専決処分の報告について

の説明を申し上げます。 

議案第１号につきましては、市の除雪車の事故による損害賠償の額を定めたもので

あります。 

平成１８年１２月４日、芦原庁舎車庫に除雪グレーダーを格納する際に、駐車場に

止めてあった自動車に接触し、損傷させた事故の損害賠償の額を定めることについて、

本年１月１０日付けで専決処分を行ったものであります。 

この専決処分につきましては、地方自治法第１８０条第１項に規定する議会の委任

による専決処分でありますので、同条第２項の規定により、報告するものであります。 

○議長（山川 豊君） 議案第１号、専決処分の報告について（損害賠償の額を定める

ことについて）は、以上をもって終結いたします。 

 
 
◎議案第２号の上程・提案理由説明・質疑・討論・採決 

○議長（山川 豊君） 日程第４、議案第２号、専決処分の承認を求めることについて

（平成１８年度あわら市一般会計補正予算（第５号））を議題とします。 

○議長（山川 豊君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） ただいま上程されました議案第２号、専決処分の承認を求める

ことについてのご説明を申し上げます。 

議案第２号につきましては、平成１８年度あわら市一般会計補正予算（第５号）で、

７１６万８千円の追加補正を行ない、歳入歳出予算総額をそれぞれ１２１億６，３１

７万７千円とすることについて、平成１９年１月２６日付けで専決処分を行ったもの

であります。 

補正の内容につきましては、児童手当の追加計上２００万円のほか、昨年１２月に

発生した落雷による公共施設の修繕費３６６万８千円、吉崎御山の保全委託料１５０

万円であります。 

なお、歳入につきましては、児童手当の国庫負担金１０万２千円の減額、同じく県

負担金１００万２千円の増額、落雷に係る建物罹災共済金２６３万９千円のほか普通

交付税３２６万円などを計上しております。 

よろしくご審議をいただき、ご承認をいただきますようお願い申し上げます。 

○議長（山川 豊君） 上程議案に対する質疑を許します。 

○議長（山川 豊君） 質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 質疑なしと認めます。 
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○議長（山川 豊君） ただ今、議題となっております議案第２号につきましては、会

議規則第３７条第２項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに採決したいと存知

ますが、ご異議ありませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 異議なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） これより、討論に入ります。 

討論はありませんか。 

(｢討論なし｣と呼ぶ者あり) 

○議長(山川 豊君) 討論なしと認めます。 

○議長(山川 豊君) これより、議案第２号、専決処分の承認を求めることについて（平

成１８年度あわら市一般会計補正予算（第５号））を採決します。 

本案を原案のとおり承認することに賛成の方は、起立願います。 

(賛成者起立) 

○議長(山川 豊君) 起立全員です。 

したがって、議案第２号については、原案のとおり承認することに決定しました。 

 

 

◎議案第３号から議案第１１号の一括上程 

・提案理由説明・総括質疑・委員会付託 

○議長（山川 豊君） 日程第５、議案第３号、平成１８年度あわら市一般会計補正予

算（第６号）、日程第６、議案第４号、平成１８年度あわら市国民健康保険特別会計

補正予算（第３号）、日程第７、議案第５号、平成１８年度あわら市老人保健特別会

計補正予算（第２号）、日程第８、議案第６号、平成１８年度あわら市金津雲雀ケ丘

寮特別会計補正予算（第３号）、日程第９、議案第７号、平成１８年度あわら市公共

下水道特別会計補正予算（第５号）、日程第１０、議案第８号、平成１８年度あわら

市農業集落排水事業特別会計補正予算（第４号）、日程第１１、議案第９号、平成１

８年度あわら市モーターボート競走特別会計補正予算（第２号）、日程第１２、議案

第１０号、平成１８年度あわら市水道事業会計補正予算（第４号）、日程第１３、議

案第１１号、平成１８年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計補正予算（第２号） 

以上の議案９件を一括議題とします。 

○議長（山川 豊君） 市長から提案理由の説明を求めます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君 

○市長（松木幹夫君） ただいま上程されました議案第３号、平成１８年度あわら市一

般会計補正予算（第６号）から議案第１１号、平成１８年度芦原温泉上水道財産区水

道事業会計補正予算（第２号）までの９議案について、概要の説明を申し上げます。 

これら９議案は、工業用水道事業会計を除く全ての会計の補正予算であります。 

議案第３号の一般会計補正予算（第６号）につきましては、２億５，３００万７千
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円の減額補正を行ない、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１１９億１，０１７万円とする

ものであります。 

今回の補正につきましては、年度末補正でございますので、その多くが、各歳出項

目において、事業費の確定や精算等により生じた不用額を減額したものとなっており

ます。また、これらの余剰の財源が生じたことから、財政調整基金の取り崩しを２億

４，２００万円減額いたしております。 

それでは歳出の主なものからご説明いたします。 

まず議会費では、議員調査活動に係る議員旅費、随行旅費９３万円を減額をしてお

ります。 

次に総務費関係では、企画費で総合振興計画書に係る印刷製本費１５６万３千円を

減額したほか、情報化推進費で電算共同利用に係る福井坂井地区広域市町村圏事務組

合負担金８１５万１千円を減額いたしております。 

また、公共交通対策費では、コミュニティバス運行事業に係る委託料３４６万６千

円を減額したほか、京福バス路線に係る広域生活路線維持対策等事業補助金１，４３

４万８千円を計上いたしております。 

民生費関係では、社会福祉総務費で市社会福祉協議会運営事業補助金２４８万２千

円及び国民健康保険特別会計繰出金２９８万３千円を減額しておりますほか、障害者

福祉費で介護給付費３，５００万円を、訓練等給付費８５６万円をそれぞれ減額し、

重度心身障害者医療費助成費３３０万円を追加計上しております。 

児童福祉総務費では、乳幼児医療費助成費２００万円を追加し、保育所費では低年

齢児保育充実促進事業補助金２９５万７千円を、幼児園費では、次世代育成支援対策

補助金４５１万８千円をそれぞれ減額しております。 

衛生費関係では、塵芥処理費で清掃センターに係る福井坂井地区広域市町村圏事務

組合負担金１，９８０万１千円を減額いたしております。 

農林水産業費関係では、農業振興費で坂井北部丘陵地畑作再生総合対策事業補助金

３１２万８千円を、農地費では、坂井北部土地改良区事務所運営補助金３４０万７千

円及び農業集落排水事業特別会計繰出金３０６万５千円をそれぞれ減額いたしてお

ります。 

商工費関係では、観光施設費であわら湯のまち駅舎改修工事基本設計委託料５００

万円を減額いたしております。 

土木費関係では、県事業費の確定に伴い道路橋りょう新設改良費で県営道路改良事

業負担金７７９万８千円を、河川総務費では県営河川改良事業負担金３５０万４千円

をそれぞれ減額したほか、公共下水道費で高料金対策としての公共下水道特別会計繰

出金１，９７１万１千円を減額いたしております。 

消防費では、常備消防費で嶺北消防組合負担金２８１万４千円を減額したほか、消

防施設費で消火栓新設維持管理負担金２８０万円を追加計上しております。 

教育費では、小学校費の学校管理費で小学校耐震診断業務委託料２４０万３千円を

減額したほか、波松小学校の体育館屋根補修工事９９０万円を計上しております。 



 

 12 

また、教育振興費で金津東小学校スクールバス運行委託料６５８万１千円を減額し

ております。 

公債費関係では、地方債償還に係る元金及び利子で２，３９０万円を減額いたして

おります。 

また、歳入につきましては、財政調整基金の取り崩しの減額等に伴い、繰入金で２

億４，２０１万２千円を減額したほか、地方交付税で２，５５６万円を、国支出金で

障害者自立支援給付費負担金等の減額による２，７１７万４千円を、市債で衛生債等

の減額による３，５７０万円をそれぞれ減額いたしております。 

一方、法人市民税の増に伴い市税で５，０００万円を、保育所保育料、幼児園保育

料等に係る分担金負担金で４，０５１万円をそれぞれ追加計上いたしております。 

次に、繰越明許費でございますが、農林水産業費の県営林道事業に係る負担金１５

４万円、土木費の金津・三国線に係る地方道路交付金事業１，０００万円、県営道路

改良負担金２９万８千円、上新橋線に係る特定交通安全施設等整備事業２，２５０万

円の４事業でそれぞれ所要額を翌年度に繰り越して使用できる経費として定めてお

ります。 

最後に地方債の補正でございますが、内容といたしましては、事業費の確定などに

伴い、一般会計出資債をはじめ８件についてそれぞれ所要の変更措置を行っておりま

す。 

議案第４号の国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につきましては、２，５５

３万７千円の追加補正を行ない、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２７億６，７８９万

９千円とするものであります。 

歳出の主なものといたしましては、保険給付費の一般被保険者療養給付費、退職被

保険者等療養給付費等で１億４，９８１万円を追加計上し、老人保健拠出金で医療費

及び事務費に係る拠出金１億４０１万１千円を減額したものであります。 

歳入につきましては、主なものとして、退職者医療に係る療養給付費等交付金１，

１９１万円、高額療養費に係る共同事業交付金９６２万２千円等を追加計上いたして

おります。 

議案第５号の老人保健特別会計補正予算（第２号）につきましては、５，６１６万

円の追加補正を行ない、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３５億４，５１８万７千円と

するものであります。 

歳出といたしましては、医療諸費で医療給付費を６，２２８万円追加計上し、医療

費支給費を５９０万円減額するものであります。 

これに伴う歳入につきましては、医療費に係る支払基金交付金３，４４２万円、国

庫支出金１，０７６万円等を計上しております。 

議案第６号の金津雲雀ケ丘寮特別会計補正予算（第３号）につきましては、３，０

８０万８千円の追加補正を行ない、歳入歳出予算の総額をそれぞれ４億９５０万６千

円とするものであります。 

歳出といたしましては、養護老人施設費等の不用額を減額するとともに、基金に３，
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８５０万円を積み立てるものであります。 

歳入につきましては、前年度繰越金１，７１６万６千円、措置費収入９２２万７千

円、利用料収入４８３万３千円等を追加計上いたしております。 

議案第７号の公共下水道特別会計補正予算（第５号）につきましては、２，５０６

万５千円の減額補正を行ない、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２２億２，０６１万４

千円とするものであります。 

歳出の主なものといたしましては、事業費の下水道建設費で九頭竜川流域下水道事

業建設負担金１，０３２万２千円、下水道維持管理費で九頭竜川流域下水道維持管理

負担金１，０００万円、公債費で一時借入金利子等に係る利子２０４万３千円を減額

するものであります。 

歳入につきましては、前年度繰越金９０８万８千円及び諸収入で消費税還付金１９

５万８千円を追加する一方、一般会計繰入金１，９７１万１千円、下水道事業債１，

０４０万円及び下水道使用料６００万円を減額いたしております。 

なお、下水道事業費の雨水管渠整備工事の国庫分４，１００万円、市単独分１，２

００万円及び九頭竜川流域下水道事業建設負担金１，６６５万４千円につきましては、

繰越明許費の設定をいたしております。 

地方債補正につきましては、流域下水道事業５，１３０万円を４，０９０万円に変

更いたしております。 

議案第８号の農業集落排水事業特別会計補正予算（第４号）につきましては、７千

円の追加補正を行ない、歳入歳出予算の総額をそれぞれ７，０３３万７千円とするも

のであります。 

内容につきましては、事業費の農業集落排水維持管理費で基金利子７千円を追加計

上したもので、歳入におきましては、繰越金３０６万５千円を追加計上し、一般会計

繰入金で同額を減額いたしております。 

議案第９号のモーターボート競走特別会計補正予算（第２号）につきましては、４

万１千円の追加補正を行ない、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２６億９，９７５万９

千円とするものであります。 

内容につきましては、競艇基金利子４万１千円を追加計上いたしております。 

歳入では競艇事業収入で払戻金端数切捨金３９万９千円を減額する一方、前年度繰

越金を同額追加計上いたしております。 

議案第１０号の水道事業会計補正予算（第４号）につきましては、収益的収入で、

加入負担金４００万円、水道料金１，２００万円及び一般会計からの消火栓維持管理

負担金６２万９千円を追加計上する一方、高料金対策補助金１，６００万円を減額し、

補正後の水道事業収益予定額を９億１，２３４万１千円とするものであります。 

また、資本的収入では、建設改良工事負担金４、７６５万８千円、集中監視制御シ

ステムに係る企業債６，６８０万円を減額するとともに、消火栓設置負担金２１７万

１千円を追加計上し、補正後の資本的収入予定額を１億５，３８８万３千円とするも

のであります。 
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これに対し、資本的支出においては配水設備改良費の集中監視制御システム９，６

００万円及び委託費の上水道事業基本計画策定委託料３９７万７千円などを減額し、

補正後の資本的支出予定額を３億９，２３２万３千円とするものであります。 

議案第１１号の芦原温泉上水道財産区水道事業会計補正予算（第２号）につきまし

ては、収益的収入で、水道料金３０４万円を減額する一方、給水工事収入１１万５千

円を追加計上し、補正後の水道事業収益予定額を１億６，６９１万２千円とするもの

であります。これに対し、収益的支出では営業費用の動力費６０万円、検針業務委託

料６０万円などを減額し、補正後の水道事業費用予定額を１億７，５８８万８千円と

するものであります。 

また、資本的収入においては、工事負担金の加入金３１万円を追加し、補正後の資

本的収入予定額を１７１万円とするものであります。 

これに対して、資本的支出では、建設改良費の配水管布設替費などで２２０万円を

減額したほか退職手当組合負担金３４７万５千円を追加計上し、補正後の資本的支出

予定額を３，８３５万３千円としております。 

以上が補正予算の概要でございます。これら９議案につきまして、よろしくご審議

をいただき、妥当なるご決議をいただきますようお願い申し上げます。 

○議長（山川 豊君） 質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 質疑なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） ただいま議題となっています、議案第３号から議案第１１号ま

での９議案は、お手元に配布してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任

委員会に付託します。 

 

 

◎議案第１２号から議案第２１号の一括上程 

・提案理由説明・総括質疑・委員会付託 

○議長（山川 豊君） 日程第１４、議案第１２号、平成１９年度あわら市一般会計予

算、日程第１５、議案第１３号、平成１９年度あわら市国民健康保険特別会計予算、

日程第１６、議案第１４号、平成１９年度あわら市老人保健特別会計予算、日程第１

７、議案第１５号、平成１９年度あわら市金津雲雀ケ丘寮特別会計予算、日程第１８、

議案第１６号、平成１９年度あわら市農業集落排水事業特別会計予算、日程第１９、

議案第１７号、平成１９年度あわら市モーターボート競走特別会計予算、日程第２０、

議案第１８号、平成１９年度あわら市公共下水道事業会計予算、日程第２１、議案第

１９号、平成１９年度あわら市水道事業会計予算、日程第２２、議案第２０号、平成

１９年度あわら市工業用水道事業会計予算、日程第２３、議案第２１号、平成１９年

度芦原温泉上水道財産区水道事業会計予算 

以上の議案１０件を一括議題とします。 

○議長（山川 豊君） 市長から提案理由の説明を求めます。 
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（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君 

○市長（松木幹夫君） ただいま上程されました、議案第１２号、平成１９年度あわら

市一般会計予算から議案第２１号、平成１９年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計

予算までの平成１９年度１０会計予算につきまして、予算編成の基本方針を申し上げ

ます。 

政府は、昨年１２月に「平成１９年度予算編成の基本方針」を閣議決定しておりま

す。 

この中において、平成２３年度に国と地方の基礎的財政収支を確実に黒字化すると

ともに、簡素で効率的な政府を実現するため、これまでの財政健全化の努力を継続し、

歳出改革路線を強化するとしております。 

これらが地方財政に与える影響は大きいものがあり、従来からの三位一体改革に引

き続き、国庫補助負担金の廃止・縮減、地方交付税の総額抑制と併せて、地方財政計

画の圧縮が予定されております。 

平成１９年度地方交付税については、現行法定率分を堅持するとしておりますが、

普通交付税では、基準財政収入額において税収の伸びを１０.５％増と見込んでいる

ほか、基準財政需要額では、その他の経費の伸び率を３％減とすることで、前年度に

比べて総額で４.４％減としており、更に本市においては、特別交付税で合併に伴う

財政支援分が終了するなど、大変厳しいものとなっております。 

このような状況の中、本市では、あわら市行政改革大綱に基づき経費の削減に努め

るとともに、国や県の施策の動向を注視し、財源の計画的かつ重点的配分に努めて参

りました。 

また、昨年６月に策定した、あわら市総合振興計画に掲げる各種事業を着実に推進

するため、福祉・教育の充実、産業の振興、生活基盤の整備など、各分野に所要の事

業費を計上し、バランスのとれた配分となるよう編成をいたしております。 

以上が予算編成の基本方針でございます。各会計予算の内容につきましては、副市

長から説明を申し上げますので、よろしくご審議をいただきますようお願い申し上げ

ます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 副市長、坪田雅一君 

○副市長（坪田雅一君） 命によりまして、議案第１２号、平成１９年度あわら市一般

会計予算及び議案第１３号から第２１号までの各特別会計予算について、概要説明を

申し上げます。 

まず、議案第１２号、平成１９年度あわら市一般会計予算についてでございます。 

本案は、歳入歳出それぞれ１１１億７,０００万円と定めるもので、前年度当初予

算と比較して４億９，０００万円、４.２％の減となりますが、これは、前年度にお

いて、国営総合農地開発事業に係る償還補助金が終了したことや退職職員の補充を行

なわず人件費を削減したことなどによるものであります。 
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それでは、主な歳入について申し上げます。 

第１款、市税は、総額４４億３,６８７万５千円で、前年度と比較して４億９,９１

５万１千円、１２.７％の大幅増となっております。特に個人市民税で本格税源移譲

や定率減税の廃止などにより、３億７,６００万円、法人市民税で１億１０万円の増

を見込んでいるものであります。 

第２款、地方譲与税は、総額１億５,２００万円で、本格税源移譲に伴う所得譲与

税の廃止により前年度と比較して２億６,０００万円、６３.１％の大幅減となってお

ります。 

第３款、利子割交付金から第８款、自動車取得税交付金までは、前年度における調

定の状況や県の見込額等を勘案して計上しているもので、合計して前年度比０.４％

の増となる５億２,６００万円を計上しております。 

第９款、地方特例交付金は、３，６００万円で、恒久的減税による減収を補てんす

るために交付されていた減税補てん特例交付金が縮小されたため、前年度と比較して 

８,３３０万円、６９.８％の大幅減となっています。 

第１０款、地方交付税は、２５億７,６００万円で、前年度と比較して３億７,２０

０万円、１２.６％の減となっております。 

平成１８年度の普通交付税の決定額は２５億５,２２８万５千円でありましたが、

単位費用の見直しや下水道事業に係る資本費平準化債の発行などにより、前年度比６.

４％の減２２億９,３００万円を計上としております。 

また、特別交付税は、合併に伴う財政支援分が終了するなどの要因があるため、４

３.２％の減としているものであります。 

第１２款、分担金及び負担金は、保育所・幼児園の保育料や学校給食費負担金など、

前年度比９.２％の増となる３億３,２６９万５千円を計上しております。 

第１３款、使用料及び手数料は、市営住宅使用料、一般廃棄物処理手数料など、前

年度比０.６％の減となる１億７,９８３万１千円を計上しております。 

第１４款、国庫支出金は、前年度比７.０％の減となる６億４,９８３万６千円を計

上しております。 

増減の主な内容としては、児童手当拡充に伴い国庫負担金が増となる一方、金津・

三国線などの交付金事業に係る国庫補助金が減となることによるものであります。 

第１５款、県支出金は、前年度比２０.４％の増となる６億３１９万６千円を計上

しております。 

増減の主な内容としては、昨年の障害者自立支援法の施行により、民生費県負担金

が、国政及び統一地方選挙により総務費委託金が増となる一方、農村振興総合整備統

合補助事業の終了による補助金などが減となるものであります。 

なお、市町村合併特別交付金については、６,７４０万円を計上しております。 

第１８款、繰入金は、前年度比２７.１％の減となる５億５４２万５千円を計上し

ております。 

内容としては、財政調整基金繰入金４億３,０００万円、ふるさと創生基金６,３５
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３万１千円が主なものであります。 

第２０款、諸収入は、前年度比４.６％の増となる３億８,３２０万円を計上してお

ります。 

内容としては、各種貸付制度に係る預託金等の貸付金元利収入１億９,４６９万２

千円、地域支援包括的支援・任意事業受託費などの受託事業収入４,７９６万２千円、

雑入１億４,０４３万９千円が主なものであります。 

第２１款、市債は、前年度比２０.１％減となる７億５,５３０万円を計上しており

ます。 

内容としては、臨時財政対策債３億７,４００万円のほか、農林水産業債２,１４０

万円、土木債３億５,９９０万円となっております。 

なお、このうち合併特例債としては、２億６,５３０万円を予定しております。 

次に、歳出でありますが、まず、性質別の状況を申し上げます。 

人件費等の義務的経費は、総額で５３億３,１９０万３千円、構成比は４５.７％で、

前年度と比較して０.２％の減であります。 

また、物件費等のその他の経費は、総額で５８億３,８０９万７千円、構成比は５

４.３％で、前年度と比較して ７.６％の減であります。 

増減の主な内容としては、人件費で、退職職員の不補充等による１億６,５２５万

２千円、６.６％の減。扶助費で、児童手当制度の拡充による乳幼児への加算や、北

潟幼児園の公設民営化に伴う措置委託料などによる１億３,１０４万８千円、８.８％

の増。補助費等及び繰出金で、公共下水道事業の企業会計化により、それぞれ前年度

に比べて大幅な増減があり、補助費等で６億２,２１１万３千円、３１.７％の増、繰

出金で９億２,４２２万３千円、５４.６％の減。普通建設事業費では、２億３,０６

６万２千円、１９.７％の減となっておりますが、前年度をもって国営総合農地開発

事業に係る償還補助金が終了したことによるもので、実質的にはほぼ前年並となって

いるものであります。 

次に、款別の概要を申し上げます。 

第１款、議会費では、１億８,４５３万４千円で、前年度と比較して４,２５１万５

千円、２９.９％の増となっております。 

これは、議員報酬の改定などによるものであります。 

第２款、総務費では、１０億６,７４２万８千円で、前年度と比較して６,０４７万

１千円、５.４％の減となっております。 

主な内容としては、第１項、総務管理費で、集中管理・情報漏洩対策システム構築

委託料２９５万９千円、文書管理システム改修委託料４００万円、第４項、選挙費で、

参議院議員選挙費１,４２５万円、知事及び県議会議員選挙費９９６万８千円、第７

項、諸費で、コミュニティバス運行事業委託料５,２５０万円、えちぜん鉄道株式会

社経営支援補助金２,０８７万５千円などをそれぞれ計上しております。 

第３款､民生費は、３１億３,７２８万１千円で、前年度と比較して１,８５９万５

千円、０.６％の増となっております。 
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主な内容としては、第１項､社会福祉費で、国民健康保険特別会計繰出金１億２,７

６２万５千円、民間施設バリアフリー整備事業補助金９７５万円、重度心身障害者医

療費助成費１億３,５００万円、障害者自立支援給付事業３億９１２万７千円、地域

生活支援事業１,９６８万６千円、坂井地区介護保険広域連合負担金３億３,４３９万

円、老人保健特別会計繰出金２億８,２２７万１千円、老人保護施設措置費８,４２０

万６千円、第２項､児童福祉費で、放課後児童健全育成事業２,４５４万５千円、乳幼

児医療費助成費４,４２８万円、児童扶養手当支給費７,９２９万５千円、児童手当支

給費２億１,８６９万円、母子家庭等支援費事業１,２８１万４千円、本年４月から新

たに公設民営化を図る北潟幼児園を含む私立保育所・幼児園措置委託料５億２,４０

０万円、延長保育促進事業等を内容とする次世代育成支援対策費補助金３,２８３万

８千円、地域子育て支援センター運営費１,８９５万５千円、第３項､生活保護費で、

生活保護給付費１億３,６００万円などをそれぞれ計上しております。 

第４款､衛生費は、１０億５,１２８万４千円で、前年度と比較して５９５万３千円、

０.６％の増となっております。 

主な内容としては、第１項､保健衛生費で、予防接種事業２,０００万８千円、健康

診査事業２,６７０万円、特定不妊治療費助成金１５０万円、坂井地区環境衛生組合

負担金６,４６５万７千円、三国あわら斎苑組合負担金２,２０２万６千円、高料金対

策等に係る水道事業会計補助金２億２,５２２万４千円、第２項、清掃費で、一般廃

棄物収集委託料５,７６４万５千円、資源ゴミ収集委託料２,５８４万３千円、清掃セ

ンター費などに係る福井坂井地区広域市町村圏事務組合負担金４億７,１９８万８千

円、資源回収奨励事業補助金１,１００万円などを計上しております。 

第５款、労働費は、８,７３６万円で、前年度並みの計上となっております。 

第６款、農林水産業費は、４億９,１７７万９千円で、前年度と比較して３億２０

５万６千円、３８.１％の減となっております。 

主な内容としては、第１項、農業費で、坂井北部丘陵地農業経営体育成モデル事業

補助金１,２４３万７千円、坂井北部丘陵地畑作再生総合対策事業補助金７２１万８

千円、県営基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金８４０万円、土地改良事業

償還金補助金１億１,２９４万５千円、農地・水・環境保全向上活動支援事業負担金

３,３１７万円、農業集落排水事業特別会計繰出金３,７２８万６千円、第２項、林業

費で、松食い虫被害総合対策委託料６２８万２千円、県営広域基幹林道剱ヶ岳線整備

事業負担金１,７００万円などを計上しております。 

第７款、商工費は、３億２,６０６万９千円で、前年度と比較して１,５１７万７千

円、４.９％の増となっております。 

主な内容としては、商工会活動事業補助金２,２４７万３千円、中小企業振興資金

預託金１億円、商工フェスティバル事業補助金５００万円、地域再生マネージャー事

業委託料１,４８６万８千円、観光事業補助金１,０３０万円、夏まつり開催補助金５

００万円、地域ブランド創造活動推進事業補助金５００万円、セントピアあわら管理

委託料２,４２０万円、社宅賃借料補助金１２０万円などを計上しております。 
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第８款、土木費は、１７億４,８６２万６千円、前年度と比較して１億９,０５９万

６千円、９.８％の減となっております。 

主な内容としては、第２項、道路橋りょう費で、一般市道に係る舗装補修工事費２,

９００万円、改良工事費１億円のほか、市道滝・高塚線の改良、金津・三国線の整備

及び十日・嫁威線融雪設備に係る地方道路交付金事業１億５,６５０万７千円、市道

上新橋線の歩道改良に係る特定交通安全施設等整備事業２,５００万３千円、県営道

路改良事業負担金２,３００万円、除雪作業委託料５００万円、雪に強いまちづくり

支援事業補助金１３０万円、第３項、河川費で、宮谷川河川改修事業７,０１０万円、

第４項、都市計画費で、都市計画決定資料作成業務委託料３,１００万円、芦原温泉

駅周辺整備及び都市公園整備に係るまちづくり交付金事業２億４,５００万円、継続

費の湯のまち駅前多目的用地取得費３,９８４万６千円、金津東部土地区画整理組合

補助金３,２００万円、公共下水道事業会計負担金等 ６億６,０１３万円、第５項、

住宅費で、公営住宅ストック総合改善事業４,１５４万５千円などを計上しておりま

す。 

第９款、消防費は、５億２,１７１万円で、前年度と比較して４３万８千円、０.１％

の減となっております。 

主な内容としては、嶺北消防組合負担金４億９,５３７万８千円、消火栓新設維持

管理負担金１,４５０万円、防災情報ネットワーク事業負担金２８１万３千円などを

計上しております。 

第１０款、教育費は、１１億６,８５５万円で、前年度と比較して３,６１７万２千

円、３％の減となっております。 

主な内容としては、第１項、教育総務費で、カウンセリング事業４２６万９千円、

国際交流派遣事業７２１万２千円、豊かな体験活動推進事業 ２６５万円、第２項、

小学校費で、複式学級解消等に係る臨時講師賃金１,６４８万７千円、各小学校ＡＥ

Ｄ（自動体外式除細動器）配備費２６９万４千円、金津東小学校等スクールバス運行

委託料１,９１９万２千円、第３項、中学校費で、芦原中学校サッシュ補修及び家庭

科室屋上防水工事７４４万８千円、スクールバス運行委託料１,４８９万７千円、生

徒通学費補助金８３０万円、統合中学校建設事業６３０万１千円、第４項、幼稚園費

で、放課後児童健全育成事業６４４万７千円、第５項、社会教育費で、金津創作の森

管理委託料２,７１８万６千円、文化振興事業委託料１２５万円、金津創作の森アー

トコアエントランス工事２５６万円、金津創作の森財団運営補助金４,１２３万円、

あわら北潟湖畔観月の夕べ開催補助金６５０万円、吉崎御山排水工事４３０万円、第

６項、保健体育費で、生涯スポーツ育成事業運営委託料３００万円、体育協会活動事

業補助金４４０万円、スポーツ少年団活動事業補助金３３８万円、トリムマラソン開

催経費３２４万２千円などを計上しております。 

第１１款、災害復旧費は、１３０万円で、前年度と同額の計上としております。 

第１２款、公債費は、１３億６,６４６万４千円で、前年度と比較して２,１４５万

９千円、１.６％の増となっています。 



 

 20 

内容は、市債の償還元金１１億２,６６９万７千円、償還利子２億３,９７６万７千

円で一時借入金利子５００万円を含んでおります。 

第１３款、諸支出金は、７６１万５千円で、前年度と比較して３００万９千円、２

８.３％の減で、内容としては各基金の利子分等の積立金であります。 

第１４款、予備費は、１,０００万円で、前年度と同額を計上しております。 

次に、特別会計でございますが、議案第１３号、平成１９年度あわら市国民健康保

険特別会計予算について、申し上げます。 

予算の総額は、歳入歳出それぞれ２９億６３０万円と定めるもので、前年度と比較

して３億１,１８０万円、１２％の増となっております。 

これは、老人保健拠出金が減となるものの、保険給付費や平成１８年１０月から始

まった保険財政共同安定化事業に係る共同事業拠出金が大幅増となっていることに

よるものであります。主な内容でありますが、歳入においては、国民健康保険税８億

５,５３０万円、国庫支出金６億５,９３３万８千円、療養給付費等交付金７億５,５

３２万８千円、共同事業交付金２億９,９６７万円、繰入金２億２,６６２万５千円な

どを計上しております。 

なお、繰入金の内訳は、一般会計からの繰入が１億２,７６２万５千円で、基金の

取り崩しによるものが９,９００万円となっております。 

また、歳出においては、保険給付費１８億９,０８４万４千円、老人保健拠出金５

億１,１６０万円、介護納付金１億４,０００万円、共同事業拠出金２億９,９６７万

３千円などを計上しております。 

議案第１４号、平成１９年度あわら市老人保健特別会計予算について、申し上げま

す。 

予算の総額は、歳入歳出それぞれ３５億６００万円と定めるもので、前年度と比較

して６,４８０万円、１.９％の増となっております。 

主な内容でありますが、歳入においては、支払基金交付金１８億１,３９０万４千

円、国庫支出金１１億２,７８４万７千円などを計上しています。 

なお、一般会計からの繰入金は、２億８,２２７万１千円となっております。 

また、歳出では、医療諸費において、医療給付費及び医療費支給費など３５億５９

８万５千円を計上しております。 

議案第１５号、平成１９年度あわら市金津雲雀ヶ丘寮特別会計予算について、申し

上げます。 

予算の総額は、歳入歳出それぞれ４億１,１１０万円で、前年度と比較して４,９２

０万円、１３.６％の増となっております。 

これは、指定介護老人福祉施設費で土地購入費などを計上したため、増額となるも

のであります。 

主な内容でありますが、歳入においては、措置費収入１億２,７４３万５千円、介

護保険収入１億９,４６７万１千円、利用料収入３,５６８万２千円、市債５,０００

万円などを計上しております。 
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また、歳出では、養護老人施設費１億２,７７２万９千円、指定介護老人福祉施設

費１億９,７０７万８千円、通所介護事業費４,５２１万２千円などを計上しておりま

す。 

なお、昨年の介護保険制度の改正に伴い、新たに特定施設入居者生活介護事業費を

計上しております。 

議案第１６号、平成１９年度あわら市農業集落排水事業特別会計予算について、申

し上げます。 

予算の総額は、歳入歳出それぞれ６,８００万円で、前年度と比較して１１０万円、

１.６％の減となっております。 

主な内容でありますが、歳入においては、使用料及び手数料１,３４０万８千円、

一般会計繰入金３,７２８万６千円、市債１,４９０万円などを計上しております。 

また、歳出では、事業費１,８４１万２千円、公債費４,３１２万８千円などを計上

しております。 

議案第１７号、平成１９年度あわら市モーターボート競走特別会計予算について、

申し上げます。 

予算の総額は、歳入歳出それぞれ２６億９,３００万円で、前年度と比較して６７

０万円、０.２％の減となっております。 

内容としましては、予算の基本となる勝舟投票券売上額について、一日平均売上額

を１億１,０００万円と見込み、所要の経費を計上しているものであります。 

なお、歳入不足に対応するため、競艇基金の取り崩しによる繰入金１,８８０万円

を計上しております。 

議案第１８号、平成１９年度あわら市公共下水道事業会計予算について、申し上げ

ます。 

本会計は、経営状況をより明確にするため平成１９年度より企業会計とするもので

あります。 

このため、予算総額の前年度との比較は難しいものの、収益的支出及び資本的支出

の合計額に対する昨年度の予算総額を単純に比較すれば、歳出総額で３億３,３０９

万６千円、１５.１％の増となっております。 

内容としましては、「収益的収入及び支出」はそれぞれ同額の、１１億９,４０６万

３千円を計上しております。 

次に、「資本的収入及び支出」の「収入」につきましては、１０億９,９５０万３千

円を計上しております。 

また、「支出」におきましては、１３億４,９０３万３千円を計上しております。 

主な内容としては、建設事業費として、国庫補助事業分で５億４,００１万６千円、

市単独事業分で１億３,８００万円のほか企業債償還金６億９７６万６千円でありま

す。 

なお、「収益的収入及び支出」の営業収益及び営業外収益で、高料金対策等に係る

一般会計からの負担金及び補助金６億６,０１３万円を計上しております。 



 

 22 

議案第１９号、平成１９年度あわら市水道事業会計予算について、申し上げます。 

まず、「収益的収入及び支出」の「収入」につきましては、前年度当初予算に比較

して、１.５％の減となる８億９,７８８万８千円を計上しております。 

これに対し、「支出」におきましても、前年度当初予算に比較して、１.４％減の８

億９,７４７万６千円を計上しております。 

次に、「資本的収入及び支出」の「収入」につきましては、前年度当初予算に比較

して、９１％の増となる１億３,７６５万９千円を計上しております。 

また、「支出」におきましても、２４.４％の増となる３億３,６１８万３千円を計

上しております。 

主な内容としては、老朽管の布設替えなどの配水設備改良費１億３,４００万円、

企業債償還金１億５,１５７万１千円であります。 

なお、「収益的収入及び支出」の営業外収益で、一般会計からの高料金対策補助金

２億１,０００万円を計上しております。 

議案第２０号、平成１９年度あわら市工業用水道事業会計予算について、申し上げ

ます。 

まず、「収益的収入及び支出」の「収入」につきましては、前年度並となる１,０７

６万円を計上しております。 

また、「支出」におきましても、ほぼ前年度並となる９９２万９千円を計上してお

ります。 

一方、「資本的収入及び支出」の「支出」においては、新たに８００万円を計上し

ております。 

内容としては、主に取水ポンプ及び制御盤の更新事業であります。 

議案第２１号、平成１９年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計予算について、申

し上げます。 

まず、「収益的収入及び支出」の「収入」につきましては、前年度当初予算に比較

して、８.３％の減となる１億６,６７８万８千円を計上しております。 

これに対し、「支出」におきましても、前年度当初予算に比較して、２.２％の減と

なる１億７,４３１万２千円を計上しております。 

次に、「資本的収入及び支出」の「収入」につきましては、公共下水道工事に伴う

配水管移設補償費に係る他会計負担金など、総額で３０６万１千円を計上しておりま

す。 

また、「支出」におきましては、５０.１％の増となる５,０８６万４千円を計上し

ております。 

主な内容としては、公共下水道工事に伴う配水管布設替え工事や緊急貯水槽設置用

地購入などの配水設備改良費３,４２５万円及び事務費１,６６１万４千円でありま

す。 

以上、あわら市各会計及び芦原温泉上水道財産区水道事業会計に係る平成１９年度

当初予算の概要を申し上げました。 
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十分なるご審議をいただき、妥当なるご決議を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（山川 豊君） 上程議案に対する総括質疑を許します。 

○議長（山川 豊君） 質疑はありませんか。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） １６番、穴田満雄君。 

○１６番（穴田満雄君） 今ほど副市長、ご苦労様でした。説明してる方も疲れるかも

わかりませんけれども、聞いてる方も疲れました。 

そんな中で、平成１９年度もやね、えちぜん鉄道に対する補助金、これが計上され

ております。これは旧芦原町時代から続いている事ですから、しかたが無いこととし

まして、このえちぜん鉄道に対して、最近ものすごくクローズアップされているのが、

この三国・芦原線のＬＲＴ化、この構想じゃないかと思います。 

そんな中で、一応、特に三国・芦原線におきましては、ＬＶＲ、これを導入すると、

こういう話が出ておるんですけれども、この構想化に対する具体的な話し合いはどこ

まで進んでいるのかお願いしたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市民生活部長、山田重喜君。 

○市民生活部長（山田重喜君） 穴田議員の質問にお答えいたします。 

えちぜん鉄道のＬＲＴ化でございますけれども、これにつきまして北陸新幹線の絡

みの関係もございまして、えちぜん鉄道と福井市の都市計画の形の中で進められてお

ります。 

えちぜん鉄道の三国・芦原線につきましては、 

現在のところ、福井市の田原町の駅ですね、それから福井鉄道の軌道を併用いたし

まして、だるま屋西武の前を通りまして、最終的には福井西口まで延長するというこ

とでございます。 

現在のところ、そういう段階でございまして、事業費とかですね、そういったもの

は明らかになっておりませんけど、今後いろいろな問題で、県、国の指導を仰ぎなが

ら推進していくものと思います。 

尚、えちぜん鉄道株式会社に置きましては、ＬＲＴ化に付きまして、プロジェクト

チームを立ち上げて対応して行くとのことでございますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

以上でございます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） １６番、穴田満雄君。 

○１６番（穴田満雄君） １６番、穴田満雄。 

次に子育て支援について、ちょっとお聞きしたいと思います。 

県でもやね、特に放課後の小学生、特に小さい子供の居場所作りを強化したいと先

日新聞にもそういう記事が出ておりました。 

当あわら市においても当然今までもやっておりますけれども、この県は新に３３ヶ
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所ですかね、こういう施設を新設したいと、このように新聞には報道されていたんで

すけれども、当市の当初予算を見てやりますと、その児童クラブ新設関連工事で７８

万円を計上しております。そうしますと県の方からですね、県は３億数千万円予定し

てるということなですけれども、あわら市に対してどれくらいの補助が来るのか、そ

れとあわら市は何ヶ所ぐらい新設ができるのかと、これについてお願いしたいと思い

ます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 福祉保健部長、清水芳文君。 

○福祉保健部長（清水芳文君） 穴田議員のご質問にお答えを致します。 

現在、児童福祉費でもってございます工事請負費でございますけれども、これにつ

きましては１８年度に実施をしておりました古町児童館、ここでは長期休暇のみ対応

していたわけでございますけれども、１９年度では１年を通してやるというような事

の中で、古町児童館の設置工事を予定をいたしているところでございます。 

それから１９年度におきましては、今申し上げました古町児童館と本荘公民館、そ

れと湯のまち公民館、この３ヵ所を新設をいたしまして、合計合わせまして７ヶ所で

開設を予定を致しているところでございます。 

以上でございます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） １６番、穴田満雄君。 

○１６番（穴田満雄君） １６番、穴田満雄。 

もう一点だけお願いします。 

次はゴミの減量化なんですけれども、昨今、このゴミの減量化が盛んに言われてお

ります。当市におきましても、それに対する取り組みとして色々やっておりますけれ

ども、平成１９年度の当初予算を見てやりますと、分別収集しているゴミ袋に、２,

１９０万、約２,２００万ほど計上してあると、平成１８年度比較してやりますと、

平成１８年度は１,８２０万ほどの計上であったと、３５０万ほど増額計上してある

んですけれども、なぜ増額をしてあるのかと、今ほど言いましたようにゴミの減量化

は各自治体とも真剣に取り組んでいる事項じゃないかと思います。 

当市におきましても、合併３ヵ年が過ぎましたから、その間の格差是正がここに盛

り込まれているんだと、こういうように言われるのならそれは理解できますけれども、

この点についてもひとつお願いしたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市民生活部長、山田重喜君。 

○市民生活部長（山田重喜君） 穴田議員のご質問にお答えいたします。 

ゴミの減量化につきましては、僅かではありますけれども、平成１５年度から順次

減量化が進んでおります。 

ご指摘の予算の３５０万程度の増額でございますけれども、これにつきましてはい

わゆる原油の高騰によりまして、ゴミ袋作成にかかる原材料費が高くなったという事
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でございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

以上でございます。 

○議長（山川 豊君） 他に質疑はありませんか。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ４番、山川知一郎君。 

○４番（山川知一郎君） 今年から農地・水・環境保全向上支援事業というのが始まる

ということですが、県の説明では農地、それから水利施設を集落で共同で維持管理し

て行くとか、そういう事と同時に化学肥料とかですね、農薬を減らすとか、そういう

環境面からのいろんな取り組みも推進するというようになっていたと思いますが、実

際にはそういう化学肥料とか、農薬を減らすとか、そういうような取り組みというの

は非常に弱いのではと思うんですが、その辺りのみんな計画段階だと思いますが、実

情はどんなんでしょうか、ちょっと説明をお願いしたいなと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 経済産業部長、平田幸一君。 

○経済産業部長（平田幸一君） 山川議員のご質問にお答えいたします。 

１９年度から始まります、農地・水の事業でございますけども、各集落に説明の中

におきまして、１９年度におきましては基礎部分、農地の管理保全等々の推進をして

いるところでございまして、それ以上の分につきましては来年以降、農薬の減量等々

について、また行きたいなと思っております。 

あわら市におきましては基礎部分を推進するということでご理解を願いたいと思

います。 

○議長（山川 豊君） 他に質疑はございませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 質疑なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） ただいま議題となっています、議案第１２号から議案第２１号

までの１０議案は、お手元に配布してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の

常任委員会に付託します。 

○議長（山川 豊君） 暫時休憩をします。 

（午前 10時 58 分） 

 

○議長（山川 豊君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

（午前 11時 07 分） 

 

◎議案第２２号から議案第３０号の一括上程 

・提案理由説明・総括質疑・委員会付託 

 

○議長（山川 豊君） 日程第２４、議案第２２号、地方自治法の一部を改正する法律
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の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、日程第２５、議案第２３

号、あわら市副市長の定数を定める条例の制定について、日程第２６、議案第２４号、

庁舎の統合等に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、日程第２７、議案

第２５号、あわら市男女共同参画推進条例の制定について、日程第２８、議案第２６

号、あわら市公共下水道事業の設置等に関する条例の制定について、日程第２９、議

案第２７号、あわら市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について、日程第３０、議案第２８号、あわら市一般職の職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例の制定について、日程第３１、議案第２９号、あわら市保育

所条例の一部を改正する条例の制定について、日程第３２、議案第３０号、あわら市

工業等振興条例の全部を改正する条例の制定について 

以上の議案９件を一括議題とします。 

○副議長（東川継央君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○副議長（東川継央君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） ただいま上程されました議案第２２号、地方自治法の一部を改

正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてから議案第３

０号、あわら市工業等振興条例の全部を改正する条例の制定についての提案理由の説

明を申し上げます。 

議案第２２号、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関

する条例の制定についてにつきましては、地方自治法の一部を改正する法律の施行に

伴い、複数の条例を改正する必要が生じることから、これらを一括して改正するもの

であります。 

主な改正の内容といたしましては、助役の職名が副市町長に改められたこと、従来

特別職であった収入役を廃止し、代わりに一般職の職員のうちから会計管理者を置く

こととされたこと、監査委員の定数が地方自治法上に規定されたこと、吏員を職員と

改められたことなどがあります。これらの改正に伴い、あわら市表彰条例を始めとす

る９本の条例を改正する必要があるため、この案を提出するものであります。 

議案第２３号、あわら市副市長の定数を定める条例の制定については、議案第２２

号と同様に地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、これまで地方自治法にお

いて原則１人と定められていた副市長の定数を、各自治体の条例で定めることとされ

たため、この案を提出するものであります。 

議案第２４号、庁舎の統合等に伴う関係条例の整理に関する条例の制定については、

本年４月より金津庁舎と芦原庁舎を統合し、金津庁舎を統合庁舎とすることに伴い、

あわら市役所の位置を定める条例及びあわら市公告式条例の一部を改正する必要が

あるほか、統合に伴う組織の一部見直しにより、名称が変更となる部及び課があるこ

とから、これらの名称を使用している条例を改正する必要があるため、この案を提出

するものであります。 

議案第２５号、あわら市男女共同参画推進条例の制定については、男女共同参画の
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基本的な考え方を定めるとともに、市民、市及び事業者の責務を明らかにし、男女共

同参画社会の実現に向けた取り組み推進するため制定するものであります。 

議案第２６号「あわら市公共下水道事業の設置等に関する条例の制定について」は、

公共下水道事業の資産の保有状況を明確にするとともに経営状況の透明性を高め、企

業としての観点から事業を捉えることにより、健全な財政運営を目指すため、本年４

月から公共下水道事業の会計処理に公営企業法の財務に関する規定等を適用するた

め、この案を提出するものであります。 

議案第２７号、あわら市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条

例の制定については、人事院規則の改正に伴い、本年４月から、これまでおおむね４

時間の勤務時間ごとに置くこととされていた１５分の休息時間を廃止し、これまで４

５分であった休憩時間を１時間とすることなどについて所要の改正措置が必要とな

るため、この案を提出するものであります。 

議案第２８号、あわら市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の

制定については、昨年の人事院勧告及び福井県人事委員会勧告に基づき、扶養手当の

額及び管理職手当の定額化について所要の改正措置が必要となるため、この案を提出

するものであります。 

議案第２９号、あわら市保育所条例の一部を改正する条例の制定については、市立

保育所の管理を指定管理者に行なわせることに伴い、この条例の一部を改正するもの

で、本年４月から北潟幼児園の管理に関する業務を地方自治法に基づく指定管理者に

行なわせるに当たり、指定管理者による管理について所要の改正措置を規定する必要

があるため、この案を提出するものであります。 

議案第３０号、あわら市工業等振興条例の全部を改正する条例の制定については、

奨励措置の対象となる地域を拡大するとともに、助成金の交付要件を緩和することに

より積極的な企業誘致を促進するため、あわら市工業等振興条例の名称を「あわら市

企業立地促進条例」に改め、その全部を改正するものであります。 

以上、９議案につきまして、よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議をいただ

きますようお願い申し上げます。 

○議長（山川 豊君） 上程議案に対する総括質疑を許します。 

○議長（山川 豊君） 質疑はありませんか。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ４番、山川知一郎君。 

○４番（山川知一郎君） まず、議案２８号についてですが、この措置によって給与水

準に具体的にどれくらいの影響があるのかという事について伺いたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 総務部長、神尾秋雄君。 

○総務部長（神尾秋雄君） ただ今の山川議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

議案２８号のあわら市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例で

ございますけれども、今回これまで第２子までの扶養手当、６千円ございましたが、
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第３子につきましては５千円という規定でございました、それを第３子につきまして

も１千円上げまして、同額にして６千円ということでございます。 

その対象職員の扶養している扶養者の対象数でございますけども、第３子以降のか

ずが４１名ということでございますから、１千円かけまして４万１千円予算上、給与

費がアップするということになろうかと思います。 

それから、管理職手当を定額化することの影響でございますけれども、現在、管理

職手当につきましては、管理職手当の支給規則ということで、例えば部長級でありま

すと１７％、理事１６％、課長１４％と定められているわけでございますけれども、

これを職務の責任に応じて一定化するというのが今回の趣旨でございます。 

その影響でございますけれども、現在、例えば部長級であればですね、給与につい

ては各自差があるわけでございますが、それに１７％かけますと若干差がでてまいり

ます。これをフラット化するということで、現在支払っております管理職手当ての総

額をですね、割り返すような形で、人員で割り返すような形で定額を定めるというこ

とでございますから、実質的にこの影響はないものと考えております。 

○議長（山川 豊君） 他に質疑はありませんか。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ４番、山川知一郎君。 

○４番（山川知一郎君） ３０号についてですが、企業誘致の問題ですが、今日の新聞

にも出ておりますが、要件緩和して最高５億円まで助成をするということですが、ち

ょっとひとつは今までとどこが緩和されたのかということについて、もう少し説明を

お願いしたいというのと、この企業が来た場合に、市からの助成に上乗せして、県か

らも助成があるのではないかと思いますが、それはあるのかないのか、あるのであれ

ばどれくらいあるのかということ。 

それから、具体的に今年、まだ予算上は何も計上されていないと思いますが、今年

これに該当するような具体的な事案はもう、どれくらい予定されるのか、そこら辺り

についてお伺いしたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 経済産業部長、平田幸一君。 

○経済産業部長（平田幸一君） 山川議員のご質問にお答えします。 

助成金の改正ということで、具体的に詳しくということでございますけれども、新

しく出来ます助成につきましては、助成の対象をこれまでの面積ですね、取得の面積、

または建築の面積等々を改めまして、今回、企業の投下固定資産を交付用件と改めて

おります、１件目は。 

その他、雇用促進奨励という形の中で、これまで新規雇用者につきましては、一人

当たり６万というような奨励金でございましたけれども、新しく初年度に一人当たり

３０万、その後２年間に渡りましては、新規採用につきましては１０万円というよう

に改めております。 

また、立地助成金の中で新規雇用という条件がございますけども、以前は１５人の
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新規採用というのが交付用件でございましたけれども、今回、新規雇用は３人以上と

いうような形で改めております。 

一応、助成金につきましての新しく改めたというのは以上のようなものでございま

す。 

また、もう一件、県の助成制度があるのかというご質問でございますけれども、県

にも誘致した企業に対しまして、企業立地促進補助金という優遇制度がございます。

業種によりましては最高限度額３０億という形になってるわけでございます。この内

容につきましては、市と大体良く似て、業種といたしましては先端技術産業、また試

験研究所、それに一般製造業というような企業についての助成でございます。 

また、補助用件といたしましても、土地の取得、造成費、また建物の建設費、機械

設備というような形の中で、県におきましても投下固定資産額というような形で、補

助しております。 

これにつきまして、こういう用件がありまして、各市町村の方に企業が進出という

形になりますと県の融資制度も受けられるというような形になろうかと思っており

ます。 

また新しく、この条例に該当する企業という形でございますけれども、この条例に

つきましては４月施行という形の中で、１９年度におきまして操業開始等々の指定を

受けた業者につきましては、この新しく出来ます条例の対象になるということで、今

進めています、柿原の進出企業でございますけども、これにつきましては、聞きます

と１０月操業という形になりますと、この条例に該当するようになろうかと思います

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（山川 豊君） 他に質疑はありませんか。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ２１番、橋本達也君。 

○２１番（橋本達也君） 議案第２５号のあわら市男女共同参画推進条例につきまして、

この条例案を理解する為に、ちょっとわからないところ、それから確認をしておきた

いところが、恐縮ですけども５点ほどありますので、順次質疑をさせていただきます。 

まず、第１点目ですけども、前文の中ほどにですね、性別による固定的な役割分担

という言葉があります。これはしばしば使われている言葉なんですけども、この固定

的な役割分担って言葉の定義付けがですね、この条例案の中には明確になっておりま

せん。 

この定義付けのことについてお伺いしますが、一般的に固定的な役割分担といいま

すと、男は仕事、女は家庭と、こういう考え方は固定的だというような言い方をされ

るんじゃないかと思いますが、逆に女は仕事、男は家庭と言っても、これはやはり同

じように固定的と言わざる得ないと思います。 

例えば夫婦がお互いを尊重しながら、自分の家庭の中で作業の分担をやるというこ

とは有り得ると思うんですけども、そのような分担をした場合は、多かれ少なかれ固

定的にならざる得ないんではないかなと思います。 
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そういうように考えますと、固定的ということを条例の中ではどのように理解をし

たらいいのか、まずその点を第一点目としてお聞きしたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 総務部長、神尾秋雄君。 

○総務部長（神尾秋雄君） ただ今の橋本議員のご質問にお答えします。 

第３条の基本理念のところの第４号ですか、今、おしゃられたような表現があるわ

けでございます。 

この固定的な役割分担、現在考えられる一般的にですね、慣例的に残っているもの

といたしましては、今、橋本議員がおっしゃられたようなですね、例えば男は仕事で、

女性は家庭、それから地域では例えば区長さんは男性がなったりですね、女性はそう

いう会議の時にはお茶だしをすると、そういったことが現在も慣行としてあるようで

ございます。 

また、職場ではですね、男性は主要な仕事に付きまして、女性は補助的な仕事に付

くといったようなことが慣例的に社会に残っている固定的な役割分担というものが

あるという形で捕らえているわけです。 

そういったものをですね、今後の社会と致しましては、そういったことが男女の個

性とか能力発揮をですね、阻害する要因になっているということに経ちましてですね、

今後は社会の対等な構成員と致しまして、自らの意思によりまして社会の活動に参加

する、そういった機会を確保するということが、この男女共同参画社会作りを進める

上で、重要なことであるというもとで条例の中で捕らえた上での表現でございます。 

答弁になっているかちょっとわかりませんが、以上でございます。 

よろしくお願いします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ２１番、橋本達也君。 

○２１番（橋本達也君） ２点目ですけども、第２条の１項から２項に渡っての部分で

すけれども、ここは男女が均等にですね、政治的、経済的、社会的及び文化的な利益

を受けるというようになるために、男女の間で格差があれば必要な範囲において、積

極的な格差改善措置を講ずると、こういうことだろうと思いますが、ここで非常に気

になる言葉なんですけども、均等に、利益、必要な範囲においてという、この３つの

文言ですけども、この３つの文言読みますとですね、思い出されるのがマルクスの有

名なことばでありまして、｢労働に応じて利益を分配するのが社会主義の原理であり、

必要に応じて利益を分配するのが共産主義の原理である｣という言葉が思い浮かばれ

ます。 

そのような読み方がここのところは出来てしまうのではないかという気がちょっ

としております。 

そうなりますと、これは機会の均等と公正な自由競争を旨としている憲法の趣旨に

違背するのではないかというような議論さえあるようです。 

ここのところが、恐らく条例案を作るときには法令審査会ですか、そういうところ
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も通ってると思うんですけども、その辺の理解は、そのような理解をしてよろしいの

かどうか、その点をお尋ねします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 総務部長、神尾秋雄君。 

○総務部長（神尾秋雄君） 第２０条用語のご質問でございます。いわゆる男女間の格

差の関係かと思いますが、憲法では男女平等というものは当然与えられているわけで

ございまして、市内の企業等におきましてもですね、いろいろとアンケート調査いた

しますと、管理職は圧倒的に男性が多いという状況でございます。 

また、市の審議会との委員の構成につきましても、女性の場合は昨年４月１日現在

で大体登用率が２６．２％となっておりますし、人口の比率からいえば男性が多いわ

けでございますが、市の政策に女性の声がなかなか届かないという状況になっている

わけでございます。 

１７年に行ないました市民のアンケート調査の中でもですね、地域社会、職場、政

治の場などで男女の平等感につきましてお聞きした所でございますけれども、教育分

野を除く全ての分野でですね、男性が優遇されていると感じている方が、割合が非常

に高くなっているという状況でございます。 

従いまして、男女が平等で職場で待遇や参画する機会が得られるよう、今後とも啓

発に努めていこうというのが、この条例の趣旨でございます。 

そういう意味でですね、第２条にございます男女が均等にというところとかですね、

平等に利益をうけるということにつきましては、そういう形で条例は制定を進めてき

たところでございます。 

よろしくお願いします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） はい２１番、橋本達也君。 

○２１番（橋本達也君） それでは第３点目ですけども、第３条の１項にですね、男女

が性別による差別的取り扱いを受けないこととあります。この差別的取り扱いという

のはこの条例の中でもう１ヶ所出てたように思いますけれども、私は差別と区別は異

なるというように私は思いますし、一般的にもそのように捕らえられているのではな

いかと思いますが、この条例案の中では差別と区別というものは、別として考えられ

ておられるのか、同じものとして考えておられるのかという点です。 

実はその第３条の第６項にですね、国際社会の取り組みと強調する事というように

書いてあります。この国際社会の取り組みというのは、女子差別撤廃条約を指してい

るのではないかと思いますが、この条約の第１条に、区別は差別だと明確に規定され

ているようです。 

この条例案についてはどのように解釈をしたらよろしいのでしょうか。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 総務部長、神尾秋雄君。 

○総務部長（神尾秋雄君） 第３条基本理念の第６項ですね、国際社会の取り組みと強



 

 32 

調することにつきましては、橋本議員のおっしゃられましたとおりですね、国際婦人

年を踏まえましてですね、日本も男女共同参画プラン２０００というものを決定して

きたわけでございますが、そういったものは根底にはあるかと思います。 

しかし、この条例の中での考え方といたしまして、区別と差別という問題につきま

しては、一時期ですね、この共同参画社会の中で、男女の差は性別の差というものを

無視しましてですね、例えばトイレも、更衣室も、浴室も一緒にするとかですね、そ

ういった一時期間違った捕らえ方をされてですね、そういう運動があったように報道

されておるところでございます。 

これはこの男女共同参画条例の考え方と全く考え方を異にするものでございまし

て、先ほどのですね職場、地域、家庭におきましても男女は平等な人権を有するんだ

という根底に立って、今後、男女共同参画社会を勧めていこうという意味でございま

すので、その点はひとつご理解いただきたいと思います。 

○議長（山川 豊君） 同一議題については３回の質疑と、そういう会議規則がござい

ますので、これで終結をさせていただきたいと。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ２１番、橋本達也君。 

○２１番（橋本達也君） ではすいません、以上で終らせてもらいまして、次、議案３

０号、企業立地促進条例の件ですけども、いっぺんだけお聞きしたいと思います。 

助成の条件を緩和して、最大５億円という事でありますので、そうなればあわら市

の対する企業の投資意欲というのは高まると思います。それはそれで結構な事かと思

いますけども、私、この財政運営の問題で、この条例案を作る時に、どのような考え

方をされたのかなということが、ちょっとわからないところが１点あります。 

例えば、最大で５億円の助成が決定されたとしますと、１年間で５億円を助成する

のか、あるいは１０年間に渡って助成していくのか、いろいろ方法はあると思います

けども、いずれにせよ、必要な財源が、必要になってきます、キャッシュが必要にな

ってくるわけですね。 

考え方としては、助成金額の全て、あるいは一部分でもいいんですけども、市税、

例えば固定資産税の免除というような方法で助成していくということも立法措置と

してはありうると思うんですね、そうしますと例えば、仮にですけども、１０年とか

１５年の間、固定資産税の課税を免除するということになりますと、その間はキャッ

シュはいらなくなるわけです。その期限が切れた１０年なり、１５年後から固定資産

税が入ってくるということが可能かなと思います。考え方としては。 

そうしますと、その間の財政運営がかなり違うんじゃないかなと気がします。今、

財政も厳しいので、そのような発想がなかったのかどうか。 

この条例の中には農村地域工業等導入促進の部分につきましてはね、従来は固定資

産税の免除措置があったけども、今回、それもなくして、全て一括して助成制度に変

えようということになっているようですので、そのような財政運営上の配慮といいま

すか、なかったのかどうかね、それだけひとつ、お聞きしたいと思います。 
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（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 経済産業部長、平田幸一君。 

○経済産業部長（平田幸一君） 橋本議員の質問にお答えいたします。 

この条例の中で農村地域工業等導入促進法の施行に伴います、市税の特例に関する

条例というのを、今回、廃止をさせていただいたわけですけれども、この廃止につき

ましては、農村地域工業導入促進法の規定によりまして、実施計画を作ってるわけで

ございます。 

この計画につきましては、金津町時代の昭和４７年の７月に計画策定いたしまして、

この区域内での工場の新設、また増設された家屋また、償却資産に対して、租税特別

措置法施行令によります減免というものがございます。 

この措置法によりますと、３年の適用対象期間と定めてございますので、これによ

りまして以前は３年間の減免措置を講じてきてわけでございますけれども、この対象

期間が経過を済んだということで、この租税特別措置法の条文も無くなったという形

の中で、今回、この条例を廃止をお願いするものでございます。 

また、もう一点、これから始まります助成につきましての財政的な考え方につきま

しても、そこの中でこの最高５億という形になりますと、１０年間で分割というよう

な形のことも考えて、財政的も考えていきたい思っておりますので、よろしくお願い

したいと思います。 

○議長（山川 豊君） 他に質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 質疑なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） ただいま議題となっています議案第２２号から議案第３０号ま

での９議案は、お手元に配布してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任

委員会に付託します。 

 

 

◎議案第３１号の上程・提案理由説明・質疑・委員会付託 

○議長（山川 豊君） 日程第３３、議案第３１号、公の施設の指定管理者の指定につ

いてを議題とします。 

○議長（山川 豊君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） ただいま上程されました議案第３１号、公の施設の指定管理者

の指定についての提案理由の説明を申し上げます。 

議案第３１号は、先ほどの議案第２９号の提案理由の説明でも申し上げましたよう

に、本年４月から社会福祉法人アイリス福祉会を北潟幼児園の指定管理者として指定

するものであり、指定の期間につきましては、平成１９年４月１日から平成２１年３

月３１日までの２年間とするものであります。 
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よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議をいただきますようお願い申し上げま

す。 

○議長（山川 豊君） 上程議案に対する質疑を許します。 

○議長（山川 豊君） 質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 質疑なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） ただいま議題となっています議案第３１号は、お手元に配布し

てあります議案付託表のとおり、教育厚生常任委員会に付託します。 

 

 

◎議案第３２号から議案第３９号の一括上程 

・提案理由説明・総括質疑・委員会付託 

○議長（山川 豊君） 日程第３４、議案第３２号、坂井北部丘陵地営農推進協議会規

約の変更について、日程第３５、議案第３３号、福井県市町総合事務組合を組織する

地方公共団体の数の増加及び同組合規約の変更について、日程第３６、議案第３４号、

三国あわら斎苑組合規約の変更について、日程第３７、議案第３５号、嶺北消防組合

規約の変更について、日程第３８、議案第３６号、福井坂井地区広域市町村圏事務組

合規約の変更について、日程第３９、議案第３７号、坂井地区水道用水事務組合規約

の変更について、日程第４０、議案第３８号、坂井地区環境衛生組合規約の変更につ

いて、日程第４１、議案第３９号、坂井地区介護保険広域連合規約の変更について 

以上の議案８件を一括議題とします。 

○議長（山川 豊君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） ただいま上程されました議案第３２号、坂井北部丘陵地営農推

進協議会規約の変更についてから議案第３９号、坂井地区介護保険広域連合規約の変

更についてまでの提案理由の説明を申し上げます。 

これら８議案は、議案第２２号でも申し上げましたように、地方自治法の一部を改

正する法律の施行に伴う規約の変更であります。それぞれ、規約にあります「収入役」、

「会計管理者」及び「吏員」等の変更について協議する必要があるので、この案を提

出するものであります。 

なお、議案第３３号、福井県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加

及び同組合規約の変更については、構成団体の増加及び構成団体の名称の変更を、議

案第３６号、福井坂井地区広域市町村圏事務組合規約の変更についてにつきましては、

組合議員の定数の変更を併せて行なうものであります。 

以上、８議案につきまして、よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議をいただ

きますようお願い申し上げます。 

○議長（山川 豊君） 上程議案に対する総括質疑を許します。 
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○議長（山川 豊君） 質疑はありませんか。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ４番、山川知一郎君。 

○４番（山川知一郎君） 議案３３号、福井県市町総合事務組合についてですが、この

結果、この事務組合の構成団体数はいくつになるのか、ちょっと伺いたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 総務部長、神尾秋雄君。 

○総務部長（神尾秋雄君） ただ今のご質問にお答えさせていただきます。 

今回の市町総合事務組合規約の変更によりまして、加入団体数がどれだけかという

ご質問でございます。 

共同する事務によりまして若干変ってくるわけでですが、この組合に加入する団体

数といたしましては、１７市町とですね、これまで２５組合、一部事務組合でござい

ましたが、それに今回、後期高齢者医療広域連合並びに、坂井地区水道用水事務組合

が加わりまして、２組合が加わりまして２７組合になると、従いまして、市町村につ

いては１７、一部事務組合については２７という構成でございます。 

○議長（山川 豊君） 他に質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 質疑なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） ただいま議題となっています、議案第３２号から議案第３９号

までの８議案は、お手元に配布してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の常

任委員会に付託します。 

 

 

◎陳情第１号の委員会付託 

○議長（山川 豊君） 日程第４２、陳情第１号、（株）クリエイトコーポレーション、

タイヤ焼却プラント事業の早期撤退を求める陳情を議題とします。 

○議長（山川 豊君） ただいま議題となっています陳情第１号は、環境対策調査特別

委員会に付託し、審査することにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 異議なしと認めます。 

したがって、この陳情は環境対策調査特別委員会に付託して、審査することに決定

しました。 

 

 

◎福井県後期高齢者医療広域連合議会の議員の選挙 

○議長（山川 豊君） 日程第４３、福井県後期高齢者医療広域連合議会の議員の選挙

を行ないます。 

○議長（山川 豊君） お諮りします。 
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選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選の方法により

たいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 異議なしと認めます。 

したがって、選挙の方法は指名推選によることに決定しました。 

○議長（山川 豊君） お諮りします。 

指名の方法については、議長において指名したいと思いますが、これにご異議あり

ませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 異議なしと認めます。 

よって議長において指名することに決定いたしました。 

○議長（山川 豊君） 福井県後期高齢者医療広域連合議会議員に山川 豊を指名いた

します。 

○議長（山川 豊君） お諮りします。 

ただいま議長において指名しました、山川 豊を当選人とすることに、ご異議あり

ませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 異議なしと認めます。 

よってただいま指名しました、山川 豊が当選されました。 

○議長（山川 豊君） ただいま、福井県後期高齢者医療広域連合議会議員に当選され

ました、山川 豊を、本席より会議規則第３２条第２項の規定により告知します。 

 

 

◎散会の宣言 

○議長（山川 豊君） 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。 

なお、３月７日は、午前９時３０分から会議を開きます。 

本日は、これにて散会します。 

 

（午前 11時 51 分） 

 

地方自治法第１２３条の規定により署名する 

 

平成１９年  月  日 

議  長 

 

署名議員 

 

署名議員 
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◎開議の宣告 

○議長（山川 豊君） これより、本日の会議を開きます。 

○議長（山川 豊君） 本日の出席議員数は、２２名であります。 

よって、会議の定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

○議長（山川 豊君） 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 

（午前 9時 30 分） 

 

◎会議録署名議員の指定 

○議長（山川 豊君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行ないます。 

本日の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、１番、八木秀雄君、２

番、笹原幸信君の両名を指名します。 

 

 

◎一般質問 

○議長（山川 豊君） 日程第２、これより一般質問を行ないます。 

◇笹原幸信君 
○議長（山川 豊君） 一般質問は、通告順に従い、２番、笹原幸信君の一般質問を許

可します。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ２番、笹原幸信君。 

○２番（笹原幸信君） ２番、笹原、議長のお許しを得まして、一般質問をさせていた

だきます。 

まずは、過日、この議場で行なわれました中学生議会、彼らの郷土を思う気持ち、

大変感銘を受けた次第でございます。 

質問も的確に素晴らしいものがございました。私達もこれを見習い、しっかりと質

問をしていきたいと思っております。 

それでは、一般質問に移らさせていただきます。 

放課後児童クラブ開設に伴う対応についてということで質問をいたします。 

このテーマにつきましては、９月、１２月議会でも同僚議員が取り上げております

ので、それだけ重大な市民の関心のある問題であると私は思っております。 

このクラブの趣旨は、昼間、保護者の居ない小学校１年生から３年生までの児童を、

放課後６時まで預かり、充実した放課後が過ごせるようにとのことで開設をされてお

ります。また、夏、冬の長期休暇にも対処し、少子化の中、安心して子供を産み、育

てられる環境整備の一貫として受け入れ体制が急務であると思います。 

２００５年の国勢調査の分析によりますと、当県における共働き世帯数の割合は、

５８％で１９９５年の国勢調査以来、３連続全国一位になっております。 

このような状況を鑑み、子育て支援に対する行政の果す役割が大変重要になってき

ておると思います。 
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県においては、健康福祉部が共働き世帯の１年生から３年生を対象とした放課後児

童クラブ、厚労省所管と教育長が行なう全学年対象の地域子供教室、文科省所管があ

り、この２種の施策を部局連携で放課後子供クラブとして一体的に企画運営するとい

うことであります。 

県内には２０９の小学校区のうち、２５校区はこのどちらも行なわれておらず、県

は独自事業で展開をし、空白校区の実施を急ぐ事としております。 

この新規事業につきましては、放課後子供クラブ応援事業の当初予算として、市町

助成に３億１千万円を計上をしております。 

当市において、金津地区では旧町時代から実施をされておりまして、平成１７年度

時点には４クラブがあり、述べ１万５千人が利用しております。１８年度は概算では

ありますが、１万７千人程度の利用がございました。また、１９年度は更に希望が多

くなり、金津市街地では現在の場所では入りきれずに、古町に一箇所増設する予定だ

そうであります。他の地域においても、入所者が多くなり、現在の場所では対処でき

なくなってきているとのことであります。 

一方、芦原地区においては、５小学校区ありますが、未だ１箇所も設置されておら

ず、そのままに、現在に至っております。 

私は地区からの強い要望を得まして、昨年１１月、お母さん方と子育て支援室にク

ラブ開設の要望に出向きました。要望の中で、明るくて広い校舎と日当たりの良い前

庭を備えた本荘幼稚園を使って欲しいと要望を伝えました。この要望に対し、所管か

も前向きに検討するとの回答を得たところであります。 

本年に入り、子育て支援室より、クラブ入所申し込みを募集をいたしましたところ、

本荘地区では９名の申し込みがあり、開設が決まりました。大変喜んでいる次第でご

ざいます。また、温泉地区においても同時開設が決まったところであります。 

２月に入り、所管課より開設は決まったが、本荘地区、温泉地区共に開設場所が幼

稚園ではなく、公民館になったということでありました。募集要項には開設場所とし

て本荘幼稚園、芦原幼稚園となっておりましたが、どうして公民館になったのか、公

民館は地域の生涯学習の拠点であり、地域独自の活動の中心的存在であります。特に

小さな公民館の場合、地区の人たちが昼間使用を遠慮するという弊害が出てくるかも

しれません。 

両地区共に環境の良い幼稚園があるのに、なぜなのか、その疑問に対しては施設に

金がかかる事だと重いますが、しかしながらそのために県の当初予算に新規事業とし

て予算が計上され、補助金が支給されるのではないでしょうか。 

福井市では共働き世帯が多いという事情を反映し、放課後児童の需要は高まる一方

で、３年生の受け入れを子断ざる得ないところもあり、来年度には２年生でも受け入

れ困難となる地区が出来るということで、保育児童課と市教委が連携し、児童の受け

入れを小学校の図書館などに拡大し、市が放課後留守家庭の児童対策に本腰を入れる

ということであります。学校施設を使って、行政が放課後児童を受け入れるのは県内

で初めてになるとのことであります。 
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当市の子育て支援室と教育委員会の連携、取り組みはどうなっているのか。当市で

は文科省、厚労省の同じ内容の事業を実施をするよりも、放課後児童クラブを拡充し

て、対応して行くほうが現実的という方針で事業を進めているとのことでありますが、

事業の内容は同じではなく、文科省のプランは小学校全学年を対象にしており、児童

クラブは１年生から３年生であり、保護者、同居者の就労証明が必要で、誰もが入所

できるわけではなく、一定のハードルが設定されております。 

県、福井市の対応と比べて、当市の子供への取り組みは消極的というか、遅れてい

るのではないでしょうか。 

市長は人数が増えれば幼稚園での運営も考えると言われましたが、入所する児童は

必ず増えてくるものと思います。 

県の補助金は開設年度のみ２分の１の補助金が支給されますが、次年度には補助金

はなくなり、市単独事業になるとのことであり、かかる費用は全額市の負担となって

まいります。 

小学校に空き教室がないというのであれば私もここまでは申し上げません。芦原地

区の全ての小学校には幼稚園という環境の良い空き教室があるわけであります。なぜ

県の補助を使って、改修して、この施設を利用しないのか、今使わなくても来年、再

来年、近い将来いずれは使用する事になると思うのですが、その事に先行投資を実施

しないという決定をされた事についての説明をお願いを致したい。 

最後に負担金ですが、募集要項には１９年度は未定となっていますが、多少でも負

担が軽くなるようにお願いしたいがいかがでしょうか。私はお母さん方に安心して勤

めに行ける環境と子供達が放課後、良い環境の中で伸び伸びと過ごせる場所を作って

あげたいと思っております。 

以上で１回目の質問を終ります。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 福祉保健部長、清水芳文君。 

○福祉保健部長（清水芳文君） 笹原議員のご質問にお答えをいたします。 

本荘地区、温泉地区の放課後児童クラブの開設場所が、当初予定の幼稚園からなぜ

公民館に変ったかというような事でございますけれども、旧芦原地区につきましては、

旧芦原町の時代におきましても、児童クラブ開設を予定していたことがございます。

それが実施段階になりまして、希望者がなかったということもありまして、開設でき

なかったというような事情がございました。こうした事から特に今後の利用者数の動

向を見極める必要があるということ、又、地域の人達との触れ合いの場となって欲し

いということなどから、本年度は公民館での開設を予定したところでございますので、

ご理解を願いたいと思います。 

現在、放課後における児童の対応といたしましては、議員おっしゃられました厚生

労働省所管の「放課後児童クラブ」と文部科学省所管の「地域子ども教室推進事業」

があるわけでございますが、今後これが一体化しました「放課後子どもプラン」が新

たに創設されわけでございます。 
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この取り組みにつきましては、関係各課が協議をいたしまして、１９年度中にあわ

ら市として方向性を出していきたいと考えているところでございます。 

次に、利用料の負担金の問題でございますけれども、これにつきましてはあくまで

も受益者負担という観点から、かかる経費については、応分の負担をいただくという

のが原則ではないかという具合に思ってございます。 

しかしながら、この負担軽減ということにつきましては、今後の少子化対策の推進

に当たりまして、放課後児童クラブの負担金をはじめ、保育料、あるいは乳児医療、

あるいは乳児健診、妊婦健診、いろんな施策を行なってるわけでございますので、そ

れぞれいろんな財政援助を行っているわけでございます。今後、総合的に検討を加え

ていく必要があるのではないかなという具合に思っておりますので、ひとつよろしく

お願いを申し上げたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ２番、笹原幸信君。 

○２番（笹原幸信君） それでは再質問をさせていただきます。 

４点ばかりお願いをいたします。 

まず、金津地区の方では人数が増えてきまして、現在保育園で児童クラブをやって

いるということをお聞きしておりますが、場所的に対応が出来ず、公民館を使用する

事になったとか聞いております。 

それが芦原地区での公民館使用に影響はしていないのか、金津地区に合わせたのか、

それをお伺いしたいのと、公民館での開設を決めた理由は、今後の利用者の動向を見

極める必要があるという事と、又、地域の人達のふれあいの場となって欲しいという

事からというご答弁をいただきました。 

しかしながら、私がもうひとつ質問をいたしました、なぜ補助を受けて幼稚園を改

修して、補修して開設しないのか、２０年度になれば市単独事業になるのだがという

質問に対してのお答えがいただいておりません。これについてもお答えをいただきた

いと思います。 

又、負担金でございますが、現在１年生９千円、２、３年生、８千円となっており

ます。回答では受益者負担という観点から応分の負担をいただく事が原則であると言

われました。 

以前の定例会での回答でも、同じような回答がなされております。又、近隣の自治

体に比べ少し高い料金設定になっているとの事でありました。確かに、今、部長が言

われましたように、保育料、乳児医療、乳児検診、妊婦検診等などの施策の中で、色々

な財政援助を行なっていると、これは良く理解を出来るところでございますが、近隣

の市町に比べて高いという点を勘案をいたしていただいて、少しでも安くしていただ

きたいと。１９年度の負担金は具体的にいくらになるのでありますか、お答えを願い

ます。 

４番目に本荘、芦原、古町の新設に当初予算６３７万円が計上されております。そ

の内訳についてご返答をお願いをいたします。 
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以上です。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 福祉保健部長、清水芳文君。 

○福祉保健部長（清水芳文君） 笹原議員の再質問にお答えをさせていただきたいと思

います。 

公民館の使用の件でございますけれども、この件につきましては伊井児童クラブが

当初から伊井の公民館で開設をしているわけでございます。これと同じように先ほど

も申し上げましたとおり、地域の人達とのふれあいの出来る場所としては、地区の公

民館が最適な場所であるという事で開設を決めたところでございますので、ご理解を

いただきたいと思います。 

又、施設整備にかかる県の補助でございますけれども、議員ご指摘の通り、施設開

設当初のみの、概ね２分の１補助という事になってるわけでございます。 

仮に今後、幼稚園での開設になった場合につきましても、当初計画していたような

玄関の新設、あるいは校舎との遮断などの大規模修繕を必要最小限の改修をすること

によって利用が可能ではないのかなという具合にも思ってございますので、今後、市

の単独事業で実施したといたしましても、さほど財政負担にはならないのではないか

なという具合にも考えているところでございます。 

次に、１９年度の利用料負担金でございますけれども、これは１８年度と同額を現

在、予定をいたしてございます。又、これの軽減でございますけれども、先ほど申し

ました通り、今後とも少子化対策を充実していく事が重要課題でございますので、そ

れぞれの事業を総合的に勘案しながら、一部負担金の見直し、いわゆる経費の負担増、

あるいは経費軽減措置の拡大、これらにつきましては今後充分、１９年度中にでもで

すね、検討して行く必要があるのではないのかなという具合に考えてございます。 

それから、新設クラブの６３７万でございますけれども、これにつきましては予算

審議の関係もございますので、概略で申し上げさせていただきたいと思います。 

本荘幼児園で１７５万、芦原の方で１８８万、古町につきましては、クーラー設置

工事７８万を含めまして、２７４万、以上を当初予算で計上しているところでござい

ますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。 

以上でございます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ２番、笹原幸信君。 

○２番（笹原幸信君） それでは２回目の質問をいたします。 

福祉保健部といたしましては、公民館使用に対してどのようにお考えか、それと今

後、市長がおっしゃられたように、人数が増えれば幼稚園を使うという意向は聞いて

おります。福祉保健部としては公民館を使う事にどういうお考えを持っておられるの

か。 

それから当初予算に計上されました６３７万円、今、内訳を教えていただいたんで

すけども、この予算は人件費を含んでいる予算なんでしょうか。 
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以上、お願いします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 福祉保健部長、清水芳文君。 

○福祉保健部長（清水芳文君） 福祉保健部と致しましての公民館の使用でございます

けども、一応、我々福祉保健部といたしましては、本来ならば児童館等々がありまし

て、保健部所管の施設でやれれば非常にいいわけでございますけれども、なかなかそ

ういった事もできません。 

現在につきましては、先ほども申しましたように、公民館で利用していくというこ

とで、こちらの方も対応してまいりたいという具合に思っているところでございます。 

それから、６３７万の分につきましては、当然、人件費を含んでございますので、

ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

以上でございます。 

○２番（笹原幸信君） 以上で質問を終ります。 

 

 

◇宮崎 修君 

○議長（山川 豊君） 続いて通告順に従い、１５番、宮崎 修君の一般質問を許可し

ます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） １５番、宮崎 修君。 

○１５番（宮崎 修君） ただ今、議長のお許しがありましたので、一般質問をさせて

いただきます。 

２１世紀に入って早や７年、あわら市も合併して３年が経ち、自らの判断と責任で、

徹底した行財政改革を進めているところであります。 

いよいよ、庁舎も統合され４月１日よりは、芦原庁舎での業務は、この本庁舎に移

行されますが、旧芦原庁舎を利用されていた市民の方々には、まだまだどのようにな

るのか不安に思っている人も多くおられます。混乱が起きないよう万全の対策と周知

徹底を再度お願いをいたします。 

なお、旧芦原庁舎の利活用についても、しっかり議論をした上で、早急にお示しく

ださいますよう重ねてお願いをいたします。 

それでは、広告事業の推進による財源の確保についてお伺いいたします。 

財政難に直面する自治体が、保有している様々な資産を、広告媒体として活用する

ことにより、広告収入を得たり、経費節減を図るという、いわゆる「地方自治体の広

告ビジネス」というのをご存知の方々も多いかと思います。今回私が取り上げるのは、

住民向けに送付する通知書やその封筒、あるいは広報あわら、ホームページをはじめ、

あわら市が持つあらゆる資産に、民間企業などの広告を掲載して、収入増や経費の節

減を図ってはどうかという提案であります。 

どちらかといえば、人員削減や市場化テスト等、行政サイドにとっては、受身に廻
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るような発案が多い昨今でありますが、この手の提案は、｢行政版、攻めの経営」と

もいえるかと思います。 

これからの行政は、ニュー・パブリック・マネジメントという言葉に代表されるよ

うに、根本的な発想の転換を迫られております。民間の経営手法を公共に取り入れ、

公共が生み出す有形、無形の生産物すべてに、全職員が原価意識を持たなければなら

ないと思います。 

広告事業の先進地である横浜市は、市職員の提案によるものであります。提案した

職員も大したもんだと思いますが、それを採用した横浜市もさすがであります。 

あわら市もとりわけ市長は、これからますます地方分権の厳しい流れの中で、庁舎

統合、人員削減、統合中学校の建設、公設民営化等々、英断をくだされてまいりまし

た。 

この事業を微々たる収入源をとらえるか、あるいは、僅かではありますが、貴重な

収入源ととらえて今後調査研究し、できる事から取り組んで行くお考えはないか、ご

所見をお伺いします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長室理事、長谷川賢治君。 

○市長室理事（長谷川賢治） 宮崎議員のご質問にお答えします。 

議員ご指摘の庁舎統合に伴う、市民の皆様への周知につきましては、広報３月号で

お知らせすることとしております。内容といたしましては、組織の一部見直しや金津

庁舎における部、課等の配置となっていますが、特に、芦原地区にお住まいの皆様に、

ご不便をおかけしないよう、市民課芦原分室を保健センター内に移し、引き続き、住

民票や証明書の交付のほか、収納事務も継続することとしておりますので、この点に

も留意した内容としています。また、ホームページやケーブルテレビのお知らせなど

も活用し、周知に万全を期してまいりたいと考えております。 

なお、芦原庁舎の有効活用につきましては、市民委員１０名、職員５名による芦原

庁舎有効活用検討委員会において検討をいただいているところでありまして、その活

用方針を受けまして、出来る限り早い時期に詳細な活用計画をとりまとめていきたい

と考えております。 

さて、三位一体の改革などにより、さらに厳しさを増す地方財政にあって、経費の

節減はもとより、税外収入など、市独自の財源確保は、財政運営上、積極的に対応す

べき課題であると考えております。 

あわら市におきましても、厳しい財政状況の中、あわら市行政改革大綱に基づき、

財政の健全化に向け努力しているところであります。 

議員ご指摘のように、税外収入を確保する手段といたしまして、近年、広報紙や封

筒などの印刷物への広告掲載のほか、ホームページでの広告、あるいは、公共施設へ

の広告掲出といった「広告ビジネス」に取り組む自治体が増えております。 

県内では、小浜市と鯖江市、越前市、高浜町が広報紙に、福井県と小浜市がホーム

ページに有料広告を掲載しており、石川県加賀市におきましても、広報紙とホームペ
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ージに有料広告を掲載しています。なお、日本広報協会が、昨年１２月に実施した全

国調査によると、全体の２３．６％に当たる４３０自治体で導入しておりまして、３

６８自治体が導入を検討しているとの結果が示されております。 

これらの広告料は、自治体によって違いはありますが、広報紙については、縦５㎝、

横９㎝の大きさで１回当たり２万５，０００円程度、ホームページにつきましては、

県が１月当たり５万円、小浜市が２万円と聞き及んでおります。なお、旧春江町が広

報紙に広告を掲載しておりました坂井市につきましては、平成１９年度から広報紙と

ホームページに掲載を行なうことを決め、現在、その準備を進めているとのことであ

ります。 

こうした事業による収入については、例えば越前市では、平成１８年度には、広報

紙の広告料と市民バスの時刻表の広告料を合わせて、約１８０万円が計上されており

ます。 

一方、議員からもご紹介いただいた横浜市では、職員の給与明細や街路灯のフラッ

グ、庁舎の壁面、公用車のホイールカバーなど、あらゆる資産を広報媒体と捉えると

ともに、横浜国際総合競技場などの公共施設のネーミングライツ、いわゆる施設命名

権などもフルに活用しながら、平成１８年度には、広告収入で１億３，７００万円、

ネーミングライツで４億７，０００万円の収入を計上しております。 

予算の規模や広告の需要などから、あわら市と横浜市を単純に比較することはでき

ませんが、越前市の例からは、こうした広告事業は、財政上、一定程度の成果がある

ことを伺い知ることができます。 

また、市の施策に、広告事業という新たな手法を取り込むことは、職員の意識改革

を促進し、停滞しがちなパブリックマネジメントを活性化させるメリットもあると考

えます。 

しかしながら、一方では、市の印刷物や施設に、特定事業者の商業広告を掲載し、

または掲出することは、公正中立であるべき行政にとって、当該事業者に対する便宜

供与あるいは利益供与とも受け取られることから、これに慎重であるべきとの意見も

一部にはあります。また、景気が回復したといわれる中にあっても、依然として厳し

い経営状況にある市内の中小事業者が、果たして広報掲載に応募するだろうかといっ

た懸念もございます。 

こうしたことから、この広告事業への取り組みにつきましては、財政上のメリット

のみならず、市や市内事業者を取り巻く経済環境や公共政策上の観点など、多方面に

わたるメリット、デメリットを比較検討し、導入に向けた調査研究を進めてまいりた

いと考えておりますので、ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） １５番、宮崎 修君。 

○１５番（宮崎 修君） １５番、宮崎。 

ただ今、長谷川理事から導入に向けた調査、研究をしていくという答弁をいただき

ました。 
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この事業は本当に、各自治体ともこの２、３年の間に本当に竹の子があちこちから

伸びてくるように、本当にこの平成２０年ごろには自治体の半分を超すのではないか

という勢いで広がっております。 

それほど各自治体とも財政が厳しいということも取れえられますし、また、とにか

く税収につながる事は、どんどんやっていこうという思いがですね、本当に伝わって

まいります。 

あわら市においては本当に、すでにスタートの地点が少し遅れているという捕らえ

方で、本当にこの、一刻も早くですね、せめて１９年度内には結論を出すというくら

いの決意をいただければと思いますので、再度質問をいたします。 

よろしくお願いいたします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長室理事、長谷川賢治君。 

○市長室理事（長谷川賢治） 宮崎議員の再質問にお答えいたします。 

具体的にいつ頃から実施するのかという事でございますが、他の自治体の実施状況

を調査すると共にですね、先ほど申しました、広告掲載者の所在地の範囲などですね、

あわら市で実施した場合における、メリット、デメリットとですね、各課の意見を徴

収しながら総合的に判断しまして、平成１９年度には実施要綱を策定しまして、でき

るものから導入をしたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

◇関山博夫君 

○議長（山川 豊君） 続いて通告順に従い、７番、関山博夫君の一般質問を許可しま

す。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ７番、関山博夫君。 

○７番（関山博夫君） 私、７番、関山でございます。 

一般質問、私の一般質問は、中学生議会の定期開催についてということでございま

す。 

去る２月の２０日に開催されました、中学生議会は大変素晴らしい内容であったと

思いました。私も傍聴席で拝見させていただいたわけでございますけれども、一説に

は我々市議会よりも、良い質問、鋭い質問、的を射た質問が語られていたと言われて

おります。 

少し恥ずかしい限りでございますけれども、中学生議会で中学生が理事者に対する

質問をするということは、まさに愛すべきふるさとあわら市の現在と、将来の問題に

対してですね、大いなる関心を持ち、真剣に自分達の事として果敢に挑戦する少年像

と言いますか、そういうものが垣間見え、私達、本当に大人も大いに考えさせられる

動機付けになったのではないかなと、そのように私は感じました。 

このような前向きな子供達が、大人になった段階でですね、私達のあわら市、我が
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あわら市の将来には、豊かで明るい、更に楽しいものになるのではないかなと、その

ように考えます。 

そこで私は中学生議会の毎年ごとの定期開催を提案いたしたいと存じます。 

ちょっと雑談になりますけれども、朝ですね、起きましたら雪がありました。三日

ぐらい前は夏かなと思っておりましたところ、この雪でございまして、スノータイヤ

は初めから履いてなかったんですが、今、４ＷＤで出てきました。やっと出てきまし

て、少し早めに出てきましたんですが、その中でですね、午前中に起きましたら、そ

の事とですね、｢みのもんた｣さんの、｢朝ズバッ！｣という所で、福井市のスキー場が

廃止されると、そういうような事がございました。その他にニュースを見ましたら、

越美北線がですね、６月に開通される、これは災害のあとの復旧ということでござい

ますけれども、それらの事につきまして考えました時に、どういう事が思い付かれた

かというと、今日、もし、東京に行かれる方は、どうやって行くのかなと、スノータ

イヤを切り替えてしまって、スノータイヤがない一般タイヤで、小松空港まで行かな

ければいけないわけですね、小松空港まで行く、行かれるのかなと、飛行機は除雪し

ますから、いわゆる時間通り飛びますわ、そうしますと時間どおり、いわゆる、その

定時に飛び立ってしまいますから、飛行機は行ってしまう、自分はそこで取り残され

るとなればですね、私達の身近ないわゆるインフラというのはどういう事かなという

ように考えますと、芦原温泉駅、ＪＲ芦原温泉駅から、もし特急号、あるいは新幹線

ですね、将来出てくる新幹線、これがあればですね、非常に便利なんではないかなと、

私はそのように感じます。 

中学校の議会、中学生議会ではこういう事は問われておりませんでしたが、これは

今、現在の大人の方々が直面している大きな問題ではないかと、私はそのように感じ

ます。 

そこでですね、実は私の話しはあっち行ったり、こっち行ったりするという事で、

後ろの方からも、何か目線が来てるんですけれども、ちょっとお聞きいただきたいん

ですが、実は昨日ですね、ＮＨＫで参議院の予算委員会がございました。その中で自

民党の片山寅之助先生からの関連質問としまして、福井県の参議院議員、松村龍二先

生の関連質問がありました。その中で、何と芦原温泉駅が冬柴幹事長、幹事長じゃな

い、冬柴国土交通大臣ですね、から出てきたと、芦原温泉駅という言葉が出てきまし

た。 

私はこれもまた、今日の雪と同じようにびっくりしたという事でございます。これ

はいわゆる北陸新幹線までのプロセスはですね、これは国会テレビ等を見ていただけ

ればわかるわけでございますけれども、ライブラリーもありますから、そういうよう

な関係で、実は福井県選出の松村先生から、芦原温泉駅を要するに、冬柴国土交通大

臣から引き出したと、本当に素晴らしい事だと、中部縦貫道路、これも大いに評され

るわけでございますけれども、これらに関しまして、私達は議会制民主主義というも

のを中学生の方々がですね、中学生議会を粛々とやられた、この状況を私達はどう考

えるか。 
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更に、その事につきまして繰り返しますが、申し訳ございませんが、そこで私は中

学生議会の毎年ごとの定期開催を提案したいということでございます。 

第一点はその点でございますので、何卒、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

そこでですね、進捗する地方分権時代の市長の理念を問うということで、二つ目の

質問をさせていただきます。 

これからの進捗する地方分権時代に、我が市の松木市長はどうあるべきなのかとい

うことの理念を、市長自らのお言葉でですね、今現在、いわゆるタイムリーな状況で

あれば、どのようにお考えであるのか、それを述べていただきたいということでござ

います。 

地方分権時代は、これからは益々、国から地方へ権限が委譲され、国が判断して地

方がただ行なってきた事を、地方自信で判断し、行なって、責任を取ることにしてい

かなければならないわけでございますが、つまり、地方自信での全体を勘案し、大き

な判断ができなければならない時代が到来するのあたって、市全体のことを考えた、

大きな判断ができる人物こそ、地方分権の時代にふさわしい市長ではないか、私達が

市長と呼ばせていただけるに値する人物ではないかと、そのように考えますがいかが

でございましょうか。 

更に、この度の中学校統合問題も大きなひとつではございませんか。５０年先を見

る、ひとつのインフラの大きな整備、私達地方に与えられた大きな問題ではないかな

と、そのように考えます。 

そこで、市長の率直で忌憚のないご答弁をお聞かせいただきたいと思いますが、以

上２点、よろしくお願い申し上げます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） 関山議員のご質問にお答えいたします。 

まず、２つ目の「地方分権時代」の市長の理念についてでございますが、平成１８

年１２月に「地方分権改革推進法」が成立し、第二期の地方分権改革がスタートいた

したところでございます。法案には「改革」の２文字を入れたことは、改革への意気

込みを込めたものと安倍総理も語っており、明治維新、戦後改革に次ぐ「第三の改革」

とも位置付けられております。 

地方分権改革の推進は、その理念に、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図

るために、「国及び地方公共団体が分担すべき役割を明確にする」、「地方公共団体の

自主性及び自立性を高める」ことを掲げており、地方公共団体が自らの判断と責任に

おいて行政を運営することを基本といたしております。 

このため、国は、国が本来果すべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はでき

うる限り地方公共団体に委ねることとし、ひとつは地方公共団体への権限委譲の推進、

二つには地方公共団体に対する事務の処理又はその方法の義務付けの整理、合理化、

三つには地方公共団体に対する国又は都道府県の関与の整理、合理化の三点の措置を

講ずることとしております。 
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これによりまして、議員ご指摘のように、権限委譲、事務移譲が進められる中で、

地方自治体の責任の範囲が拡大することになり、分権社会の担いとして自己改革を推

進し、活力ある地域社会の構築を自らが進めることをさらに求められているところで

ございます。 

市民が安心、安全で豊かな暮らしを送るためには、防犯、防災、子育て、高齢者介

護、教育、環境など多くの課題を解決していく必要があります。このためまちづくり

に参加するさまざまな主体がそれぞれの力を持ち寄り、手を携えながら協働のまちづ

くりを進めることが重要であると考えております。 

国は、三位一体の改革を進めていますが、いまだに地方の財源は充分といえない状

況であり、今後、益々地方分権が進められる中で、市長としての責任の重さはこれま

で以上に痛感をいたしております。 

中学校建設問題についても触れられましたが、これまでもお伝えしてきたとおり、

少子高齢社会の到来、教育環境格差是正、市の財政状況、市民としての一体感の醸成

など、総合的に勘案し、５０年先の将来を睨んで、統合中学校の建設を決断した次第

であります。 

市には、市民の要望に応えるべく喫緊に取り組む課題、短期的視点から行なう事業、

毎年度継続的に行なう事業なども多くあり、現在も各種施策を進めているところであ

りますが、その自治体の将来を考えたとき「いま何を決断しなくてならないか」とい

う長期的な視野で物事を判断することも、市長として非常に重要な使命であると私は

考えていますので、今後ともご理解とご支援を賜りますようにお願いを申し上げます。 

なお、１つ目のご質問につきましては、教育長が答弁をいたしますので、よろしく

お願いを申し上げます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 教育長、児島博光君。 

○教育長（児島博光君） 関山議員の第一問目の質問にお答えいたします。 

先の市長の行政報告にもありましたように、去る２月２０日、合併後初めての「あ

わら市中学生議会」を開催いたしました。 

この議会は、将来のあわら市を背負っていただく中学生の皆さんに、今後のまちづ

くりについて関心を持っていただくと共に、市政全般に理解を深めていただくことを

目的として開催いたしました。 

開催に至るまでには、両中学校の校長をはじめ、担当の先生方、関係の皆さんの大

変なご協力、ご理解をいただきまして開催いたしました。 

開催決定から当日まで、選ばれた生徒たちには冬休みを挟み、また、授業、部活動

の合間の限られた時間を調整しながら、「あわら市総合振興計画」の内容の把握から

一般質問書の作成、さらに、議会のルール、また、歴史ある議会と理事者が新市あわ

ら市のより良い進むべき方向性につきまして、議論をしていることなどを事前に学習

していただきました。 

当日は、厳粛で規律ある雰囲気の中、すばらしい生徒達のお陰で立派な議会を開催
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することができ、関係者の皆様に対して、心から感謝いたしております。 

また、この議会を傍聴していただきました市議会議員の皆さん、教育委員、教職員、

保護者などからも、「中学生の鋭い質問で、真剣な態度に、感動、感激したと」多く

の意見が出されまして、大変よろこんでおります。 

なお、議会終了後の市長、正副議長を交えての懇談会の中でも、「貴重な体験をこ

れからの中学生生活に活かしたい」、「とても良い経験をした」、「これからもいろいろ

なことにがんばりたい」と意見や、多くの生徒からは「緊張して非常に疲れた」と意

見も出されました。 

特に、議長役の生徒からは「緊張の連続でしたが、やり遂げられてとても良かった。

この経験を活かしてより良いあわら市のためにがんばりたい」と生徒達の緊張感や達

成感が出されました。 

また、指導に当たられた先生からも、「冬休みを挟んでの制約された短期間の時間

に相当きついものがありました。でも生徒達がこのような貴重な体験を出来たことが

とても良かったと」いうコメントをいただきました。 

また、後日の教育委員会でも、生徒達の立派な態度に感心され、是非、継続して開

催していただきたいという意見をいただきました。また、この機会に中学生に、あわ

ら市の将来に関心を持っていただき、豊かで明るいふるさとづくりに必ずや寄与して

くれるものと大きな期待をしているという意見がでました。 

従いまして、議員ご提案の「中学生議会の毎年の定期開催」につきましては、開催

に向けて中学校側と連絡調整を図りながら、最善の努力を払ってまいりたいと考えて

おりますので、今後とも、温かいご指導をお願いいたします。 

○７番（関山博夫君） 関山、終ります。 

 

 

◇山口峰雄君 
○議長（山川 豊君） 続いて通告順に従い、５番、山口峰雄君の一般質問を許可しま

す。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ５番、山口峰雄君。 

○５番（山口峰雄君） 議長のお許しをいただきましたので、５番、山口が公民館の管

理運営について質問させていただきます。 

昨年の３月議会で、公民館の活動の強化についてという題で質問させていただきま

した。一般に民間で物事を改善する時には、プラン、実行、ドゥ、評価、チェック、

改善、アクトの頭文字を取って、ＰＤＡサイクルと言っておりますが、今回、１年を

経過しましたので、このＰＤＣＡサイクル理論に乗っ取り、昨年の質問に対する回答

をＰ、すなわちプランとしまして、その後、市の、それからの取り組み、ドゥとしま

して、今回私のチェックという意味で質問をさせていただきます。 

それでは、昨年市の回答である、市のプランを再度申し上げます。 
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今後の公民館の運営管理につきましては、地域で考え、地域で運営する公民館のひ

とつの方法として、地元地域で作る団体等に管理、運営を行なわせる、指定管理者制

度の導入も検討してまいりたいと考えております。 

この制度の導入に当たりましては、平成１８年度において関係地区、議員をはじめ、

区長会や地域の皆様と協議、検討を重ねながら、平成１９年度以降実施可能な公民館

から導入し、地域に根ざした地域の文化、伝統などの独自性を育てていく管理運営を

行ない、より身近な公民館にしてまいりたいと考えておりますというご答弁をいただ

いております。 

そこで、まず指定管理者制度の導入の検討はいかにされたか、その経緯をお伺いし

ます。 

どこの誰とどんな協議をして、どんな結論を出したか、細かく説明してください。

少なくとも私は一切説明、相談を受けておりません。 

次に、地域に根ざした、地域の文化、伝統などの独自性を育てていく管理運営を行

ない、より身近な公民館にするために、どんな検討をされたかについても説明してく

ださい。 

同じあわら市の公民館の中で、職員の館長、主事が半日づつの兼務の公民館と民間

の館長、主事が専属の公民館があるということです。こういう事も昨年、申し上げま

したが、どういう基準で判断しているかという昨年の質問に関しては基準はありませ

んというお答えでした。 

それではなぜ、このような区別、差別と言っていいかどうかわかりませんけれど、

そういうものを付けているのか、なぜ、同じにしてもらえないのか、お答えください。 

地域に根ざしたという観点から、民間の館長がいいという理由を申し上げてきまし

た。１８年度に改善の方向が出るかと思いましたが、全くありません。更に今年度の

予算を見ましても、全然、その方向の兆しすらありません。本当に努力したのか疑わ

れます。 

その上、地域の皆様と協議、検討を重ねながらというお話なのですが、最近になっ

て、公民館で児童クラブをやるという話しがでてきました。非常にびっくりしており

ます。サプライズです。昨年、地域に根ざした、地域の文化、伝統など独自性を育て

ていく管理、運営をやるとお約束しましたのにです。 

児童クラブというのは、平日、通常の日は半日占有してしまう、夏休みになれば一

日中になってしまうということです。すなわち、公民館を一日中占有してしまうわけ

です。 

児童クラブと申しますのは、学童保育と申しまして、小学１から３年生の父兄の都

合で預かる保育所みたいなものです。預かり保育所です。公民館は社会教育、すなわ

ち生涯教育の場です。保育所ではありません。公民館活動を阻害する原因になると思

います。 

この点についてお伺いします。笹原議員も同じような質問をされましたが、昨年の

回答との関係からの質問であり、この点を考慮の上、ご回答ください。 
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１回目の質問を終ります。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 教育次長、中橋憲治君。 

○教育次長（中橋憲治君） 山口議員さんのご質問にお答えをいたします。 

ご承知のように、あわら市の公民館の管理運営につきましては、芦原地域と金津地

域に違いがございまして、これの統一した管理運営が、以前から課題となっていたと

ころでございます。 

折しも、昨年３月の定例議会で、山口議員さんより地域の社会教育の拠点としての

管理運営をすべきとのご指摘を受けまして、これを機に早速、指定管理者制度も今後

の在り方として捉え、関係職員による先進地視察を行なうなど、組織や運営の見直し

について協議検討を進めてまいったところでございます。 

また、この間、金津地域の皆様からは、管理運営に対しての見直しにより、常時開

館をして欲しいとの要望も多く寄せられているところでもございます。 

これらのことから、平成１９年度からは、中央公民館を除く８館につきましては、

嘱託館長及び臨時事務職員を配置して、平日は常時開館とし、地域の皆様方が集える、

地域の生涯学習活動の拠点にしてまいりたいと考えております。 

なお、平成１９年度からは庁舎統合も行われるということで、これに加えまして市

役所内の機構改革も計画されているというようなことから、それらも考慮しながら公

民館の組織も見直しを進めているということでございまして、未だ、地域の区長さん

や関係の議員さん方にご相談をできずにおるわけでございますが、一日も早くお願い

にお伺いしたいと思っておりますので、ご理解を賜りますようにお願をいたします。 

この組織とした後には、地域に根ざした活動などを積極的に進めたいと考えており

ます。 

今後は地域の独自性を活かした公民館運営ができますよう、区長さん、あるいは生

涯学習推進員さん、子供会、青壮年団体、婦人会の方々、公民館運営協議会などを作

りまして、各種の活動事業や管理運営に関する内容について、それぞれご相談を申し

上げながら、地域の人たちが世代や男女の枠を超えて集い合い、相互の親睦を図って

いける、地域に根ざした公民館を目指していきたいというように考えております。 

どうぞ、今後の地区公民館の管理、運営、活動事業にご理解とご協力をいただきま

すとともに、力強いご支援をいいただきますようお願い申し上げます。 

なお、議員ご指摘の平成１９年度の予算措置につきましては、６月補正予算により

対応いたしたいというように思っておりますので、ご理解をいただきますよう、よろ

しくお願いを申し上げます。 

また、公民館で児童クラブを実施する件につきましては、教育委員会としての所管

でお答えを致したいと思いますけども、本来、児童クラブは、児童館や専用の施設で

実施をするのが好ましいことではあるというように思っております。しかしながら、

全地域にこれらの施設がないあわら市としましては、地域によりましては、公民館を

使用して児童クラブを開設することといたしております。 
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この当該事業を実施するにあたりましては公民館を活用して実施する事によりま

して、子どもたちが地域の人たちとの触れ合いを持ちながら、地域の宝として育って

行けるよう、大きな期待をいたしているところでございますので、どうか今後とも地

域をあげて温かく、子供達を見守っていただきますように、お願いを申し上げる次第

でございます。 

よろしくご理解をいただきますようにお願いを申し上げます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ５番、山口峰雄君。 

○５番（山口峰雄君） ５番、山口です。 

再度、質問させていただきます。 

指定管理者制度について、ちょっと良く聞こえなかったのですけれども、どの程度

検討されて諦めたというのですか、再度、お伺いします。 

それから、児童クラブについてですけど、地域に根ざしたというか、地域との交流

ってことを先ほどの笹原議員での説明でもされておるんですけれど、児童クラブとい

うのは、要するに保育所なんで、朝から晩まで、そこへ閉じ込めてっていうと言葉は

悪いですけれど、そこへ入れて、ずっとそこで子供を見てるという場でありまして、

教育ということは考えてないと思います。 

そういう観点から、児童保育が、児童クラブが公民館の活動の一環に、公民館の目

的からは非常に外れていると、こういう具合に思いますので、再度、この点に関して

お答え願いたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 教育次長、中橋憲治君。 

○教育次長（中橋憲治君） 再度のご質問にお答えをいたします。 

指定管理者制度の検討についてのご質問でございますが、先ほども申し上げました

ように、関係職員によります先進地の視察研修を行ないました。 

大変いい所へ視察に行った関係で、立派に指定管理者として若人達がですね、そこ

の地域の若い方達が、活発に活動いたしておりまして、大変予算額も大きいものでご

ざいまして、あわら市に帰ってきまして、そのあわら市に振り返りますと、まだまだ

その域には達しないと、ふさわしくないというような事がございまして、先ほど申し

上げましたように、各館、地区館という扱いで、嘱託館長、あるいは臨時の事務職員

を置いてですね、しばらく地域とふれあいを深めながら、指定管理者制度に向けた取

り組みをして行くことが、ベターであるというような結論に達しまして、今回８館は

地区館にさせていただきたという事でございます。 

よろしくご理解いただきたいと思います。 

尚、指定管理者につきましては、そういうような中でですね、地域の受け皿ができ

ますれば、そちらの方へ数年後には移行したいということで考えておりますので、ぜ

ひ地域のご協力もいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

それから児童クラブにつきましては、学校のですね、小学生１年生から３年生まで
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の生徒が、放課後、家へ帰っても誰も見る人がいないという生徒さんを預かるという

事で、児童クラブを開催するものでございます。 

当然、学校があるときが午後２時ごろからですね、夜６時頃までの開設になるわけ

でございますし、夏休み期間中は、朝８時頃から６時までの開催という事でございま

すので、そういう状況の中で公民館に帰りましたら、専門の保育士さんといいますか、

預かりの方が、お帰りということで、そこへ帰っていただいて、宿題等をさせるとい

うような事を基本に致しておりますし、そういうような中で、地域の公民館へ来られ

る地域の方々と、深くお付き合い、ふれあいをしていただいて、地域の方として地域

のこれからの若人として育てていただきますような、地域のふれあいを大事にしたい

という事で考えておりまして、公民館を児童館とかそういうものがない地域について

は公民館を活用していただきたいという事で考えておりますので、よろしくお願い致

します。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） はい、５番、山口峰雄君。 

○５番（山口峰雄君） ５番、山口です。 

今、指定管理者制度について、ちょっとお答えいただいて、先進地域へ行って非常

に素晴らしい面もありましたってお話ですけれど、じゃあ、あわら市はまだその辺の

レベルまで行ってないんだという具合に印象を受けたんですけれど、それから後、受

け皿が何とかっておっしゃったんですけど、受け皿作りにしましても、全然地元と相

談というんですかね、そういう事がなかったんじゃないかと、相談してなかったと、

こういう具合に思うのなら構いませんけれど、全然相談した気配が無かったという事

で、ご質問してるわけです。 

それで、再度、受け皿作りについて相談したのか、せんのか、全然先進地域を見て

きただけなのか、そこらについて再度、お答え願いたいと思います。 

それから、ふれあいの場という事でありますけれど、児童クラブというものは私も

いろいろ見てきましたけれど、その地域の人とふれあいするような感じじゃないとい

う事で、この辺につきましては見解の相違という事じゃないかと思います。 

それからですね、今度、その児童クラブを公民館でやるということに対して、突然、

言われたように思います。これにつきましても関係地区と相談してという基本方針が

あったにも係わらず、そのように私、感じておりますんですけれど、その点について、

ひとつ、再度、お答え願いたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 教育次長、中橋憲治君。 

○教育次長（中橋憲治君） 再度のご質問にお答えを致します。 

指定管理者制度につきましては、一地区といいますか、剱岳地区の公民館の指定管

理者制度で、剱岳協議会という団体がございまして、そこへちょっと話しをさせてい

ただきました。 

ここで申し上げるのはいかがかと思いますが、中身としましては、まだその団体も



 

 56 

ですね、指定管理者制度として受けるまでには至ってないので、市の方の指導をしば

らくいただきたいということでございまして、全ての地域、先ほど申しましたような

組織にしまして、ぜひこれからお願いをしてまいりたいというように思っております

ので、よろしくお願いします。 

それから児童クラブの件につきましては、所管は福祉の方でございまして、急に公

民館をという話しであったようでございますけども、我々教育部局とはですね、昨年

から協議、検討を進めておりまして、一部の地域の区長さん方にはご相談が行ってる

ものと思っておりますので、よろしくご理解いただきたいと思います。 

○議長（山川 豊君） 暫時休憩をします。 
再開は１０時５５分から。 

（午前 10時 43 分） 

 

○議長（山川 豊君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前 10時 56 分） 

 

◇穴田満雄君 

○議長（山川 豊君） １６番、穴田満雄君の一般質問を許可します。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） １６番、穴田満雄君。 

○１６番（穴田満雄君） ただ今、議長の命がありましたので、申し込み順に従い、１

６番、穴田満雄が、地方交付税と合併特例債について質問してみたいと思います。 

その前に、４名の方が、約３分の１の方が終りましたので、ここでちょっと頭の体

操をしてみたいと、このように思っております。 

この３月といいますと、各国をはじめ、各自治体でも１９年度の当初予算の議会が

やっております。国におかれましても、先日、深夜に１９年度の当初予算が衆議院を

通過しております。 

そんな中で、皆さん、もちろん、そういう方面に興味を持っておられますから、ご

存知だと思いますけれども、国の１９年度の当初予算、これは８２兆９，０８８億円

になっております。当市の１９年度の当初予算といいますと、１１１億７千万と、こ

の数字は当然皆さん、知ってる事と思います。 

それでは、国の当初予算が、８２兆９，０８８億と、とてつもない数字に私は思え

ます。ですからそれでは、その１兆円というお金が、どれくらいの重み、値打ちがあ

るのかという事を、私もちょっと計算してみました。 

仮にですよ、仮に毎日１００万円づつ使うとしましょう。１００万円づづ、そうし

ますと１年間に３億６,５００万円使う事になります。ですから、１兆円を３億６,５

００万円で割ってやりますと、約ですね、約２,７４０年という数字が出てきます。

ですから、１兆円使おうと思いますと、毎日１００万づつ使っても２,７４０年係る

という事です。 
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私の記憶が間違いがなければ、神武天皇ですね、一番最初の天皇陛下、これは神話

ですけれども、その神武天皇が即位したのが紀元前６６２年と、私はこういう記憶を

持っております。ですから２７４０年といいますと、その神武天皇が即位したそれよ

りも以前から、毎日１００万づつ使ってもですね、今現在、やっとその１兆円が使え

ると、ですが冒頭に申し上げましたように、国の予算は８２兆、約８３兆になります

から、２７４０年欠ける８３倍ですから、いかに国の当初予算は大きな数字になるか

という事がわかると思います。 

それと、当市の当初予算ですけれども、先ほども言いましたように、１１１億７千

万ですから、これ１年間に先ほど１００万円使うとしますと、先ほど言いましたよう

に、１年間に３億６,５００万となります、ですから割っていただければ、この何年

係るかと、こういう数字が自ら出てくると思いますので、これは最後に私、述べる事

にしておきます。 

それでは、私の一般質問に入っていきたいと思います。 

税といいますと国や地方公共団体が国民から取り立てるお金をいいますが、ここで

は地方交付税について触れてみたいと思います。 

地方交付税といいますと、地方交付税法の第２条によりまして、国税のうち、所得

税、法人税、酒税、消費税、及びたばこ税のそれぞれの一定の割合の額で地方公共団

体が等しく行なうべき事務を遂行する事ができるように、国が交付する税をいいます。 

この法律の目的は、法第１条により地方公共団体が自主的にその財産を管理し、事

務を処理し、及び行政を執行する権限を損なわずに、その財源の均衡化を図り、及び

地方交付税の交付の基準の設定を通じて、地方行政の計画的な運営を保護する事によ

って、地方自治の本旨、真の目的ですね、実現に貢献するとともに、地方公共団体の

独立性を強化する事を目的としております。 

運営の基本については、地方自治法第３条２項で、国は交付税の交付にあたっては、

地方自治の本旨を尊重し、条件を付け、またはその使途について、使い道、何らの制

限も受けない、いわゆる一般財源であるという解釈の上に成り立っております。 

国から地方自治体へ配分する交付税の総額は、本来、国税の一定割合だけですけれ

ども、バブル崩壊後に国税も地方税も減少しております。そのため、交付税及び譲与

税配分金特別会計で、借金をして追加増額をしてきました。その借金残高は国債とは

別に、５３兆円にも達していると言われております。 

先の小泉内閣での三位一体改革では、交付税の借金をこれ以上増やさない為と、地

方自治体の歳出削減を目的に地方交付税の総額が抑制されました。各自治体への交付

税の配分額は普通交付税の税の算定、すなわち地方交付税第１０条により、基準財政

収入額、これは税収との見込み額をいいます、と基準財政需要額、これは支出の見込

み額をいいます、を自治体毎に算定し、基準財政需要額引く、基準財政収入額を財源

不足額と呼び、基準財政需要額、支出の見込み額の方が多い自治体にのみ、財源不足

額に応じて、交付税が配布されております。 

また、基準財政需要額の算定方法が、極めて複雑ということで、新型交付税の導入
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が２００６年９月に、総務省から試案が公表されております。新型交付税は、人口と

面積を基本に算定することとし、基準財政需要額の算定を簡素化するとしております。 

次に合併に伴う、普通交付税の算定の特例についてですが、普通交付税の特例とい

いますと、市町村の合併の特例に関する法律の第１１条の２により、合併した場合、

新市において算定される普通交付税は、合併前の両町の普通交付税の合算額より減少

する事になります。このため、合併後１０年間は両町の交付税額をそれぞれ算定した

合算額より下回らないように補償し、その後、５年間で段階的に縮減する特例となっ

ております。 

当市の普通交付税は平成１６年度が約２７億３,４００万円、平成１７年度が約２

７億２,２４０万円、平成１８年度はといいますと、約２５億５，２３０万円、これ

は先日の３月１日の補正６号までとなっております。 

そこでお尋ねいたしますが、今申し上げましたように、新型交付税は人口と面積を

基本に算定することになりますが、当市においても新型交付税の試算を行なっている

のか。 

二つ目ですが、２００７年度から需要額の１０％程度、新型交付税を導入するとな

っておりますけれども、財政措置にどういう影響があるのか。 

三つ目ですが、合併３年間の普通交付税の財政措置の増減額はどのくらいになって

いるのか。 

四つ目ですけれども、合併後１０年間、いわゆる平成２５年度までの財政措置によ

る増減額はどのくらいになるのか。 

五つ目ですが、住民負担は低い方にを原則に、それぞれの料金を安い町に合わせて

きました保育料、上下水道料、国民健康保険税、ゴミ袋料金の格差是正に伴う、行政

負担の三ヵ年の増額分はどれくらいになっているのか。 

六つ目ですが、新市の建設計画の経費に、三ヵ年で特例地方債の充当額はどれくら

いになるのか、また、元利償還金の７０％に値する普通交付税の処置はどのくらいに

なっているのか。 

この６点についてお聞きしたいと思います。 

これで第一回の質問は終ります。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 総務部長、神尾秋雄君。 

○総務部長（神尾秋雄君） 穴田議員の質問にお答えをさせていただきます。 

まず１点目及び２点目につきましては新型交付税に関するものでございますが、政

府は、交付税の予見性を高める観点から、人口と面積を基本とした簡素な新しい基準

による算定、いわゆる新型交付税を平成１９年度から導入することといたしておりま

す。 

これによりまして、本年度の交付税総額に影響する金額につきましては、約１０％

程度と言われておりますが、あわら市におきましては、昨年末から本年にかけまして、

県から提示されました資料に基づき、新型交付税の試算を行っているところでありま
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す。 

すでに新聞報道等でも報道されておりますのでご承知のことと思いますが、今のと

ころ新型交付税による影響は、約２,１００万円程度の増になる見込みとなっており

ます。 

次に３点目及び４点目の、合併特例法第１１条第２項の規定による合併後の普通交

付税の財政措置、いわゆる激変緩和措置による額は、合併から平成１８年度までの３

年間で、１２億５,９７３万３千円となっております。 

なお、合併後１０年間では、現在の試算では総額約３７億５,４００万円になる見

込みでございます。 

次に、５点目の公共料金の格差是正に伴う市の負担額について申し上げます。 

合併時には、保育料を始め住民負担はそれぞれの町の低い方又は中間とすることに

よりまして、極力住民の負担増とならないように調整いたしております。 

これに伴いまして、市の負担増となる金額は、いずれも概算ではございますが、３

年間の合計で、保育料が約６,０００万円、水道料が、約６,２００万円、下水道使用

料が約３,２００万円、国民健康保険税が約３,９００万円となります。 

一方、一般廃棄物処理手数料、すなわちごみ袋の料金でございますが、これにつき

ましては、旧両町のほぼ中間の料金としたため、市の負担額が約１,４００万円減と

なっております。 

最後に、合併特例債についてでございますが、まず地域振興基金の造成に１２億３,

５００万円、また、道路整備や庁舎統合などの建設事業費に１２億２,３２０万円の

合わせて２４億５,８２０万円を充当いたしております。 

なお、これら合併特例債の元利償還金に係る交付税算入額でございますが、平成１

８年度ではですね、利子分だけで２,０３１万５千円となっておりますので、よろし

くお願いをいたします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） １６番、穴田満雄君。 

○１６番（穴田満雄君） １６番、穴田満雄。 

今ほど総務部長の方から答弁をいただきましたが、ちょっと私、腑に落ちない点が

２、３点ございますので、再度、質問をしてみたいと思います。 

私の質問の題目が、冒頭にも言いましたように、地方交付税と合併特例債ですから、

これひとつしかありませんから、今言いましたように、３点まとめてやね、再度質問

をしてみたいと思います。 

まず、一点目ですけれども、新型交付税により、約２,７００万程度の増額になっ

てきたと、こういう事ですが、先日の新聞報道によりますと、当市の基準財政需要額、

先ほども言いましたように、支出見込み額ですが、これが６９億５,５００万円と、

こういうように新聞報道になされております。 

この数字ですけれども、この数字は毎年変動するのかと、変動するとなれば何を基

準にして変動して行くのかと。それからまた、基準財政需要額の算定は、市町村です
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ね、市町村は５３項目の算定品目に区分して積算するとなっておりますが、従来と比

較して、これ本当に簡素化になってきたのかと、これを第一点としてお願いします。 

それから第二点目ですが、公共料金の格差に伴う合併３年間の負担額、これは今ほ

ど総務部長の答弁によりますと、水道料金が３年間で約６,２００万円、それから下

水道使用料が約３,２００万円、それと国民健康保険税が約３,９００万円とこのよう

になっております。 

私あえてここで保育料を取り上げなかったのは、これは、保育料は公設民営化にな

ってきておりますから、これはその方で検討していただくということで、ここでは取

り上げておりません。ですから、今ほどこの３つで持って、３年間で約１億３,３０

０万円と、行政側の負担となっておりますと、これを１年に直してやりますと水道料

で約、年に２,０００万円、それから下水道使用料で年に約１,０００万円、それから

国民健康保険税で年に約１,３００万円と、こういう増額になってきていますよと、

こういう事なんですね。 

そうしますと、このままで今、合併特例債が使用できるのは、これは合併特例債と

は関係ありませんけれども、合併特例債が使用できるのは平成２５年度までと、こう

いう期限付きとなっております。 

そんな中で、今ほど言いましたように、水道料あるいは下水道の使用料、それから

国民健康保険税をこのまま据え置いていきますと、かなりの行政側の負担となってく

ると、なおさら先ほど来、各議員も言っておりますように財政が厳しい折からやね、

こういう負担増になっていくのはいかがなものかと、こういう感を受けるんですけれ

ども、これに対してやね、格差是正を見直しを市長はどのような考えを持っておられ

るのかと、これを第二点目としてお願いします。 

それから第３点目ですけれども、その合併特例債に対する元利償還、これは今ほど

の総務部長の答弁によりますと、３ヵ年で利子分だけ、元金は無しで利子分だけで２,

０３１万５千円と、こういう普通交付税の措置がありましたと、こういう答弁やった

んですけれども、私この合併協議会の中で、私の記憶に間違いがあれば別ですけれど

も、普通交付税に算入する場合にはやね、例えば平成１６年度にこれだけ使ったら、

平成１７年度にこれだけ、これだけというのは７０％ですね、７０％その普通交付税

に算入されると、平成１７年度に使った額は、平成１８年度に算入されるんだと、こ

のように私は記憶しておるんですけれども、そうなりますと今の場合ですね、利息の

分だけ、利率の分だけですから、この借り入れ利率なんですね、借り入れの利息、こ

れは何％で借り入れできたのかと、それから元金の償還の目途ですね、今の場合利子

だけですから、この元金の償還、これを普通交付税に算入してくれるのは、その目途

というやつは、そういう県、あるいは国の方からはっきりした、そういう答えを貰っ

ているのかと、この３点についてお願いしたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 総務部長、神尾秋雄君。 

○総務部長（神尾秋雄君） 再度の質問にお答えをさせていただきます。 
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毎年、交付税算定に用います基準財政需要額でございますが、これが毎年変動する

のかというご質問でございます。これにつきましてはですね、いわゆる行政経費がど

れだけかかるかという実態毎に算定するわけでございまして、現在あわら市も人員削

減に努めてるところでございます。 

こういった人件費的な要素、経常経費がですね、年々縮小されれば、その分基準財

政需要額は減少するということでございまして、そういう意味で変動がするわけでご

ざいます。 

それから新型交付税の算定によりまして、これまでの交付税算定が簡素化されるの

かという事につきましては、財政担当の意見ではそう多く影響が無いような事を言っ

ておりますが、制度が始まって間もないところでございますので、まだちょっと私達

も充分把握していないところでございますので、ご勘弁を願いたいと思います。 

それから公共料金がですね、このまま据え置けば、今後財政負担増になるのではな

いかと、見直しのご意見でございますが、合併協議会で公共料金の決定をする際にで

すね、段階的に下水道料金等につきましては３ヵ年で調整をしていくとか、そういう

ような決めがございまして、そういう現在は過程にあるという事でございます。 

また１９年度から、そういった公共料金がですね、固定化しました段階で今後検討

していく課題かなということで考えております。 

それから、合併特例債の元利償還に対する交付税算入でございますけれども、これ

につきましては借りた利息の事でございますけれども、これにつきましては色々と政

府系の資金でありますとか、借り入れ先がですね、かなり広範囲に亘っておりますの

で、ここで詳しいデータも持ってございませんので、また、後ほど回答させていただ

きたいと思います。 

尚、一旦政府から許可を取りました合併特例債の借り入れにつきましては、償還年

限を示しまして、それの金額がですね、何年にどれだけの交付税計算の中に算入され

るというのは、はっきり出ておりますので、これは将来が約束されている金額だとい

う事でご理解いただければ結構かと思います。 

よろしくお願い致します。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） １６番、穴田満雄君。 

○１６番（穴田満雄君） １６番、穴田満雄。 

今ほどの総務部長の答弁ですが、少し物足りない面もありますけれども、またそれ

は所管課の委員会の中で議論していただきたいと、そのように思います。 

それで冒頭に申し上げました、当市の１９年度当初予算ですね、１１１億７千万、

これは１日１００万円づつ使うと年間に３億６,５００万になりますと、これは何年

ぐらいかかるとやね、この１１１億７千万が使いきれるのかと、こういう事をやった

んですけれども、計算してやりますと約３１年ぐらい係るんですね、３１年ですよ、

皆さん、３１年も係るんですよ、１日１００万円づつ使っても。 

ですから私ね、こういう言葉、皆さんご存知だと思うんですけれども、無理、ムラ、
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無駄、無理、ですから無理な予算執行をしないと、二つ目は無駄な予算執行をしない

と、そして三つ目はムラのある予算執行をしないと、こうしてもらわないと今ほど言

いましたように、当市の当初予算で毎日使ってもですね、約３１年も係るんですから、

この税金と言うのは市民の皆様の汗と涙とこの結晶に繋がってくるんじゃないかと

思います。 

これからやね、益々、当市も財政事情が厳しくなってくると、そんな中で大型事業

も控えております。そういう事を念頭においた市長にやね、予算執行方を心から強く

要望いたしまして、私の一般質問を終ります。 

 

 

◇八木秀雄君 

○議長（山川 豊君） 続いて通告順に従い、１番、八木秀雄君の一般質問を許可しま

す。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） １番、八木秀雄君。 

○１番（八木秀雄君） １番、八木秀雄、一般質問をさせていただきます。 

あわら温泉街に近い、あわら市二面三丁目に古タイヤを燃料に水を温める、炉施設

が設置工事をしていることが、二面の区民から私のところに電話が１月３０日に連絡

がありました。 

すぐ役場にお電話し、また、通告者からも市の方に連絡を取ってもらいました。 

その後、タイヤを燃料に水を温める、炉施設とわかり、２月１１日に二面区民が事

業者を二面区民館に招いて、炉の施設内の説明を受けました。 

その時、黒煙は最初の数十秒間だけだという説明を受けました。また、区民からこ

の施設はボイラー施設か、焼却炉かの質問にも曖昧な答えでありました。 

市民からタイヤを燃やす事で環境への影響は不明、設置前の説明が全くなかった、

温泉街なので風評被害に心配と口々に指摘がありました。 

最後に何かあったでは遅すぎると、早急に撤退を強く業者側に強く訴えておりまし

た。この時には我々同僚議員、穴田議員、宮崎議員、関山議員、卯目議員も説明会に

参加されて、業者に対して質問、各自質問をされておりました。 

その後、２月２１日に同施設内で、県坂井保健福祉センター、同市職員、嶺北あわ

ら市消防署職員、地元出店区長、地元民３０名の立会いの元、古タイヤ５本を１２分

間にかけて燃やす試運転を行ないました。 

その時、黒い黒煙と臭いが、周辺に広まり、市民からは業者の説明の話しが違うと、

信用できないというような声が出てまいりました。 

その後、２月２７日に行なわれた２回目の試運転においても、１回目同様の黒煙が

発生し、同様の結果となりました。 

私が知る限り、廃タイヤ有価物を燃料とする、水を温める炉施設の関して、市の対

応について３点質問をさせていただきます。 
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廃タイヤ有価物を燃料とする、水を温める炉施設工事の初めから試運転までどのよ

うな経過か。 

二点目、市民への対応をどのように行なってきたか。 

三点目、この施設の設置にあたって、事前の届け義務、稼動を抑制する法律や条例

はないのか、市民の不安に対してどのように対応しているのかを質問をさせていただ

きます。 

お答え願います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市民生活部長、山田重喜君。 

○市民生活部長（山田重喜君） 八木議員の質問にお答えいたします。 

まず、施設の設置工事開始から試運転までの経緯についてでございますが、施設設

置工事の開始は１月２７日、１月３０日に地元住民から、旧新田塚スイミングスクー

ル跡地に古いタイヤが持ち込まれて焼却炉を設置しているとの通報がありました。こ

れを受けまして、坂井健康福祉センターの職員とともに現地調査を行ない、関係者か

ら事業概要を聞き取り、事業計画書を提出するよう指導いたしました。また、施設の

稼働前に地元住民に対して事業内容を説明するよう要請をしてございます。 

これを受けまして、２月１１日に、事業者による地元説明会が開催され、２月２１

日には、市、県、嶺北消防署、地元区長、地主の立会の元、最初の試験運転が行われ

ましたが、事業者の説明以上に黒煙が発生いたしまして、試験は失敗に終っておりま

す。その後、炉の再調整を行ない、２月２７日に行われました２回目の試験運転にお

いても１回目同様の結果となっております。 

このことを市として重く受けとめまして、事業者に対して今後施設の稼働を行なわ

ないよう、強く要請をしたところでございます。 

次に、市民への対応につきましては、２月６日、二面区民館におきまして付近住民

への状況報告を行ない、２月１１日には事業者による地元説明会を開催し、県、嶺北

消防組合にも出席を求めまして、行政としての考え方や対応について説明をいたして

おります。 

さらには、市の顧問弁護士とも相談をいたしまして、今後の対応について、地元区

長との協議も行ってまいりました。 

このような経過の中、市、県、嶺北消防署の再三に及ぶ指導、要請と、地域住民の

施設稼働に対する強い反対意思表示があったことから、去る３月２日に事業者から市

へ、現地での今後の事業活動を中止する旨の連絡があったところでございます。 

今回の施設につきましては、嶺北消防組合の火災予防条例に基づく、火を使用する

設備としての設置の届け出は必要でございましたけれども、古タイヤを有価物として

購入し、炉の燃料とすることから、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で規定す

る廃棄物には当たらないため、稼働の規制が困難な施設でございました。 

今後におきましては、今回の施設も含めまして、市民に不安を与えるような施設に

つきましては、可能な限りの規制や届け出の義務を課すことにより環境の保全が図ら
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れるよう、検討しながら条例等の整備を検討してまいりたいと考えておりますので、

ご理解をお願いしたいと思います。 

以上でございます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） １番、八木秀雄君。 

○１番（八木秀雄君） １番、八木秀雄、再質問をさせていただきます。 

今の部長からの答弁の中で、３月の２日に事業者から中止するという連絡があった

ということを、今ご答弁なされました。 

その中で、どうして業者の方が自信満々の施設だと言いながら、中止に至った経緯

をもう少し説明していただきたいのと、二点目としまして、今、市民に不安を与える

ような施設につきましては、充分な調査を行ない、可能な限りの規制をというような

事を、今言われましたね。 

そこで条例等を今後考えてますというご返事がありましたが、いつ頃、その条例を

作っていただくかと、この二点についてご答弁を願います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市民生活部長、山田重喜君。 

○市民生活部長（山田重喜君） 八木議員の再度の質問にお答えをいたします。 

事業者の撤退でございますけれども、やはり県とも相談したわけでございますけれ

ども、やはり炉自体にですね、内容的に、いわゆる構造的に問題があったと思われま

す。 

従いまして、二回とも試験結果は失敗だと、それに加えまして、やはり地元住民の

ですね、反対のパワーが効をそうしたものと考えております。 

二点目の条例関係でございますけれども、現在、あわら市環境基本計画を策定中で

ございまして、これと併行いたしまして、あわら市の公害防止条例を併行して策定中

でございます。 

従いまして、この中でですね、いわゆる規制できるものにつきましては、いわゆる

県の条例、国の法律を越えない範囲の中で検討して、作成していきたいと思います。 

また、いつ頃かという質問の件でございますけれども、今後の見通しといたしまし

て、６月議会を目途に策定予定でございますので、ご理解を賜りたいと思います。 

以上でございます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

議長（山川 豊君） １番、八木秀雄君。 

○１番（八木秀雄君） 再々質問をさせていただきます、１番、八木秀雄。 

今回の廃タイヤ有価物の施設に関しては、市民のパワーと市、嶺北消防署、県の対

応がスムーズに行った成果だと思います。結果的に良い結果になったのではないかと、

このように思います。 

ここであわら市民は自分達の街は自分達で守るという、この強い意識が行政側を動

かした源ではないかと、このように思います。 
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本当に今回は、本当に市側としても、本当に素晴らしい対応をしていただきまして、

これからも本当に迅速で、いい対応をお願いしまして、私の質問を終ります。 

答弁はいりません、終ります。 

 

 

◇向山信博君 

○議長（山川 豊君） 続いて通告順に従い、８番、向山信博君の一般質問を許可しま

す。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ８番、向山信博君。 

○８番（向山信博君） ８番、向山、質問をいたします。 

日本経済はデフレスパイラルから抜け出しまして、少しづつではございますが良く

なってきているというように言われております。期間的には｢いざなぎ景気｣を上回っ

たそうでございますが、中心部の方ではその実感が感じられるかもしれませんが、地

方ではまだまだその実感はありません。しかし、あわら市においては、市の企業の何

社かが、今年度は法人税が大きく伸び、市の財政に大きく貢献をしていただきました。

まずもって、企業の皆様方に心から感謝を申し上げる次第でございます。 

安部政権が誕生いたしまして、早や５ヶ月が経過をいたしました。内閣の主要な方

が、金銭がらみや発言のまずさから、辞任に追い込まれたり、また、大きな話題を提

供し、テレビでも再三報じられました。 

安部首相もその任命責任を問われかけましたが、いくつかの大きな話題がそれを打

ち消すように、今は沈静化したように思います。そのおおきなひとつが、北朝鮮を含

む、７カ国協議の日本の交渉に対する国民の理解が得られるような対応でございまし

た。 

またもうひとつは、日銀の判断による金利がアップされたことです。このことにつ

いては、喜ぶ人、悲しむ人、いろいろとおられると思いますが、さて、皆様方はいか

がだったのでしょうか。まだまだ結論を出すのは早いと思いますが、その時々で一喜

一憂するのが私も含めて日本人のいいところであり、また、悪いところでもあると思

います。 

ただ、ちょっと立ち止まって考えてみる必要もあるのではないでしょうか。大きな

問題、特に自分達の身近に起こっている問題については、この事が特に大切であると

思います。 

今、大きく話題になっている中学校の統合問題であります。我々賛成議員は一昨年

の１２月議会で市長が考えを述べて以来、半年余り、６月議会で結論を出すまで、ち

ょっと立ち止まり、考えました。市の将来、財政を含めて、中学校に入る子供の数の

シミュレーションの資料を市側に提出をいただいたり、担当部署の方に説明をいただ

いて勉強会を７回以上重ねてまいりました。この事が先ほど申し上げました、ちょっ

と立ち止まって考えた事でございます。 
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子供の少子化の事もそうですが、あまりにも大変な財政状況であるとのことでした。

私も高校生の頃、自分の学び舎である舘山中学校が無くなる事を知って、大変残念に

思った事を思い出しました。戦後生まれの人が一気に多くなる時でした。今で言う団

塊の世代が中学校に入る頃でございます。それでも統廃合でした。 

誰かが時代が違うというようにおっしゃるかも知れませんが、時代が違っても教育

理念というのは不変であると思います。少なくとも、親、子供の考え方や環境が変っ

てきただけだというように思います。 

夏目漱石の小説にもありますように、流れに竿させばであります。大きな流れに、

それも国の財政再建に逆らう事はどれほど困難であるか、皆様、今一度、ちょっと立

ち止まって考え、判断をいただきたいというように思うわけでございます。 

前置きが大変長くなってしまいましたが、市民の皆様方にこれだけは私の思いとし

て聞いて欲しかったわけでございます。どうかご理解を賜りたいというように思いま

す。 

さて、本題の質問に入らせていただきます。 

まず、ひとつめの人事部門の設置についてお伺いいたします。 

この質問は、自治体や職員が市民に対するサービスであり、また、コーディネータ

ーであるとの認識からであります。ご理解を賜りたいと思います。 

多様化する市民のニーズに対応するための人材の育成であります。合併して間もな

いあわら市において、公務員として地域を理解し、幅広い対応力を持って住民と常に

対話をしながら、市の活性化、自治体の活性化に努めなければならないわけでありま

すが、口で言うのは簡単でございますが、民間とは違い、事務系であろうが、技術系

であろうが、多種多様な市民の皆様や業者と対応しなければならない訳であります。

また、迅速な対応やスムーズな行動をしなければならない訳でございます。 

このような事は、すぐできる事ではございませんし、人にはそれぞれ個性がありま

す。適材適所に人を配置するのも大切であります。従って、これらの事を普段から教

育したり、指導したりするセクションが大変重要だと思います。 

また、このように適材適所に人材を配置し、その発揮能力をきちんと正当に評価す

るのも大変重要であります。多面評価も含めて、このような他の部署と性質の違う専

門的な人事セクションが必要だというように思います。また、そのセクションの人材

も必要だと思いますが、市長のお考えをお聞きしたいと思います。 

二つ目の質問を致します。 

行財政改革についてであります。現在は多少違うかもしれませんが、これまでの自

治体の評価は縦社会であり、横の繋がりが非常に少ない事でありました。特に国、県

からの要請については、当然のように聞かなければならないように思われておりまし

た。 

我々のあわら市は、４月に統合庁舎を統合いたします。この機会が転換期であり、

チャンスであるというように思います。横の連携を蜜にし、決裁のスピードアップを

図り、多様化するニーズ、複雑な問題の解決に役立てる事が必要だと思います。 
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また、ルーチンワークの機械化や廃止も進めなければならないというように思いま

すし、各課重複する仕事も削減しなければならないというように思います。 

これらの事を積極的に進めることが庁舎統合の大きなメリットのひとつだと思い

ますし、また改革の基本だと思いますが、市長のお考えをお聞きしたいと思います。 

以上で第一回目の質問を終らせていただきます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） 向山議員のご質問にお答えをいたします。 

１点目の人事部門の設置に関するご質問でございますが、人材の育成につきまして

は、昨年３月に策定をいたしました「あわら市行政改革大綱」におきましても、その

基本方針の一つに掲げられており、今後の重要課題として位置付けております。 

特に市民の皆様や組織から期待される職員を育成していくことは、限られた人材と

財源のなかで市民ニーズに答えられる行政運営を行なうためにも必要不可欠である

と考えております。 

現在、市の人事部門及び人材育成の担当部署として、総務課人事研修グループを設

置いたしております。このグループでは、職員管理などの人事全般の業務を行ってい

るほか、人材育成のひとつの手法として、個々の職員の能力と成果に着目した人事評

価制度を昨年４月から実施しているところでございます。 

また、職員の資質の向上を図るため、職場内の研修や自治研修所への職員の派遣な

どにつきましては、従来より積極的に実施をいたしております。 

今後も引き続き、時代に即応した人材育成に関する様々な取り組みを実施し、定員

管理の適正化及び適正な職員配置を考え合わせながら、人事セクションの機能充実を

図ってまいりたいと考えております。 

次に２点目の行財政改革についてのご質問でございますが、４月から念願であった

庁舎統合が実現をいたします。庁舎統合によるメリットの一つは、事務の合理化と意

思決定の迅速化であります。 

市では合併以来、部制を施行し、グループ制を導入いたしております。部制の施行

は、市の業務を関連する事業ごとに大別し、市民の皆様にわかりやすい組織にすると

ともに、機能が明確にされた組織体系により、総合的に行政事務を進めることを目的

とするものであります。 

また、グループ制は、組織のフラット化による意思決定の迅速化及び柔軟な組織体

制による事務配分の合理化を目指すものであります。 

今後の行政運営におきましては、これら二つのシステムをより有効に機能させるこ

とが必要であります。庁舎が統合されることにより、これらのシステムの強化を図る

土壌ができるものと期待をいたしております。 

さらに、新たな課題への対応や複数の組織にまたがる業務への対応につきましては、

様々な分野の連携により、組織の枠を超えた一体的な推進が必要であります。庁舎統

合を機に横断的な組織の連携や全庁的な総合調整機能の強化を図る仕組みづくりも
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検討する必要があると考えております。 

また、個々の業務におきましてもご指摘のような、定型業務の改善や重複業務等の

スリム化を図りながら、庁舎統合のメリットを最大限に生かした行政運営に努めてま

いりたいと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ８番、向山信博君。 

○８番（向山信博君） ８番、向山、再質問を行ないます。 

重要部署ほど、その役割が非常に難しいし、またいろんな時間が係ると思います。

ある時は嫌われたり、また、強引に進めなければならない事もあるかと思います。ま

ずはそのセクションの人材を育成していくと思いますが、先ほどの質問にありました

ように、最初に人材を育成するのも、人員を削減する昨今、大変厳しいかというよう

に思いますが、ぜひ、これをいち早くやることによって、職員の皆様方が心置きなく、

また自分の力を充分に発揮できるような職場作りに努めていただきたいと思います。 

二つ目の質問でございます。まず仕事をスムーズに進めるためには、コミュニケー

ションでございます。上の方から下の方、下の方から上の方と、必ず挨拶をしていた

だきたい、また、対話を蜜にするためには、たまにはセクションで飲み会をやるのも

いいかと思います。この横の連携プレーがいかほどに大切であるか、すでに皆様方も

感じておられるのではないでしょうか。 

私も会社時代に大変苦労いたしました。我々の年代、そして自分の子供の方々とお

付き合いをしなければならないし、仕事も充分にしていただかなければならないわけ

でございますから、そのギャップを何で埋めるか、この事も考えながら組織作りをし

ていただきたい。 

また、その事が市の行政マンとして、確固たる仕事の責任を負える人格に育ってい

くのではないかと思ってますので、是非ぜひ、このコミュニケーションを充分に図り

ながら、各職場できちんと仕事がしていただけるような職場作りをしていただきたい

なと思うわけでございます。 

終わりになりますけれども、とにかくお互いの仕事を認め合う前に、理解をし、そ

してこの事が市民のサービス、そして市民が市役所に来てもらえる体制つくりに繋が

ると思いますので、よろしくお願いを申し上げまして私の質問を終らせていただきま

す。 

○議長（山川 豊君） 暫時休憩をします。 

１時から再開をいたします。 

（午前 11時 52 分） 

 

○議長（山川 豊君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 13時 00 分） 

 

◇卯目ひろみ君 




